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 はじめに 

 
 今般の北九州市行財政改革調査会は、財政状況が厳しい中、市として将来にわたり
市民が安心して暮らせるよう様々な行政課題に着実に対応するため、政策実現の基盤
となる行財政運営全般にわたる見直しが重要であるとして、平成２４年４月に発足し
た。北橋健治市長からは、「官民の役割分担と持続的な仕事の見直しの仕組み」、「公
共施設のマネジメント」、「外郭団体改革」、「簡素で活力ある市役所の構築」の４つの
項目について、北九州市の行財政改革の方針に関する意見を求められている。 
 
 市の公共施設全体の大きな方向性を示す「公共施設のマネジメント」については、
第３回から第６回調査会まで４回に亘り審議を行ってきた。しかしながら、本項目は、
北九州市において初めての取組みであり、議論の内容が多岐にわたることとなった。
そのため、本項目については、調査会としてもう少し時間をかけて具体的な方向付け
を整理した上で議論していくことが必要であると判断し、まず調査会において大きな
視点のみを示し、その視点に基づき、市において、各委員と協議を行いながら方針素
案を作成し、その素案をもって改めて議論することとした。 
 
 本中間答申は、これまで議論してきた、市の公共施設の現状と課題を踏まえ、「公
共施設のマネジメント」方針素案策定に当たっての視点を取りまとめたものである。 
 
北九州市は、人口一人あたりの公共施設の延床面積が約５．０㎡と、政令市の中

で最も大きく、政令市平均の約３．３㎡を大きく上回っている。これは、その時々
のニーズに応じたものである一方、旧市ベースで多くの施設を存続させてきた影響
があることも事実である。今後、これら大量の施設が更新時期を迎え、将来世代に
大きな財政負担を及ぼすことが危惧される状況となる中、市民の安全・安心を守る
ためには、真に必要な公共施設をしっかりと保全整備していくことが重要である。
このようなことからも、「公共施設のマネジメント」による「選択と集中」は避けて
通ることができない。 
 
このような事実をしっかりと認識した上で、本中間答申にとりまとめた視点を踏

まえ、「公共施設マネジメント方針」の素案を策定することとしたい。 
 
なお、本項目の最終答申並びにそれを受けた行政としての方針決定までには、一

定の期間が必要である。市においては、この期間における公共施設の整備・更新に
ついても、今回の中間答申の視点を踏まえた対応が必要であることを申し添える。 
 
 



2 

Ⅰ 総 論         

 
※ 本中間答申における“公共施設”とは、“公共建築物”を指す。 

 
■ マネジメント方針素案策定に当たっての視点 
 
【共通の原則】 
・ 市民ニーズの変化等、外部要因に柔軟に対応できるよう、長期的なビジ

ョンだけでなく、中期的な視点に立った計画も併せて検討すること 
・ 公共施設と公共サービスを分けて考え、施設に頼らなくても、よりよい

公共サービスが実現できないかという視点に立つこと 
・ 施設の整備・更新に当たっては、縦割りを排し、施設の多機能化、複合

化等を進めることにより、施設の持つ仕様、機能を多用途に活用し、共
用部分の効率化や維持経費の削減、あるいは余剰地の売却等による資産
活用を図ること 

・ 更新だけでなく、日常の運営・維持管理にも多くの予算が投入されてい
る現状を踏まえ、事後保全から予防保全への転換、運営方法の見直し、
適正な受益者負担など、効率的な運営・維持管理の視点に立つこと 

・ 全て行政が自前で整備・保全・運営を行うのではなく、積極的に民間活
力を導入する視点に立つこと 
 

【総量抑制】 
・ 市の投資的経費等の状況を踏まえ、必要となる延床面積の総量抑制の目

標数値を、具体的な期間を明示して設定すること 
・ 目標数値は、インフラも含めた新規投資の抑制、長寿命化の推進など、

他の方策との組み合わせの中で検討すること 
・ 施設分類ごとに方向性を定め、全体として総量抑制との整合を図ること 
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■ 北九州市の現状 

１ 保有状況（参考資料（以下「資料」）Ｐ１～３） 
・ 北九州市は約１，８００施設、延床面積合計で約５３２万㎡の公共施設を保

有している。 
・ 保有施設の多くは、昭和４０年代中盤から、５０年代後半にかけて整備され 

ており、今後、大規模改修や建替を必要とする施設が多数発生することが想
定される。 

２ 総務省モデルによる将来更新コスト試算（資料Ｐ５～８） 
・ 市営住宅、学校等の公共施設及び道路、橋りょうのインフラについて、現在

と同等の保有量を維持しようとした場合、今後４０年間で、合計 
約１兆６，５００億円、年平均４１３億円の更新費用が発生する。 

・ このうち、公共施設については、約 1 兆１，８００億円であり、年平均 
約２９５億円の更新費用が発生し、近年の公共施設に係る投資的経費の水準
を踏まえると、相当の財源不足が懸念される。 

３ 財政の状況（資料Ｐ４） 
・ 市税や地方交付税など限られた一般財源総額の中、老朽化する公共施設のマ

ネジメントに加えて、高齢化に伴う福祉や医療関係経費の増加や新たな成長
戦略への対応など、今後発生する追加的な需要を考慮すると、今後、本市の
財政は極めて厳しい状況になることが見込まれる。 

・ 都市基盤の整備が一定水準に達したことや、財政の状況から、投資的経費は
減少傾向にあり、平成２２年度の投資的経費は、１０年前のほぼ３分の１ま
で減少している。 

４ 国立社会保障・人口問題研究所による人口及び人口構成予測（資料Ｐ９） 

・ 北九州市全体の将来人口は平成４２年に平成２２年度の約９８万人と比較し
て、１８％減少の約８１万人となる見込み。 

・ 平成４２年度には、年少人口、生産年齢人口が２５％減少となる一方で、 
６５歳以上の高齢人口の割合は１２％増加することが想定されている。 
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Ⅱ 各 論 

 

１ 市営住宅  

 
■ マネジメント方針素案策定に当たっての視点 
 
・ 少なくとも、世帯数の減少予測等に合わせ、総量抑制の方向で検討する

こと 
・ ハードを保有・提供するだけでなく、民間の余剰床等の活用等について

も併せて検討すること 
・ 住宅困窮世帯に更に焦点を絞るための施策の重点化など、市民の入居状
況等を十分考慮しつつ、今後の市営住宅の維持更新のあり方を検討する
こと 
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■ 北九州市の現状 

１ 保有量（資料Ｐ２０） 
・ 市全体の保有資産量のうち、４２．３％ 
・ 管理戸数３３，２７６戸（４２１団地） 
・ 全世帯数に占める管理戸数は約８％で、政令市トップ 

 ・ 世帯数当たりの管理戸数 
⇒ 政令市平均の１．８８倍、県営住宅を含めると１．６４倍 

・ 借家に住む年収４００万円未満（＊）世帯に占める割合は２６．２％で、 
政令市中第２位 
＊年収４００万円未満：３人世帯（扶養親族２人）の場合に市営住宅に入居が可能な

収入の水準 

 ・ 借家に住む年収４００万円未満世帯当たりの管理戸数 
⇒ 政令市平均の１．６７倍、県営住宅を含めると１．４５倍 

２ 市営住宅の規模や設備等 
・ 市営住宅は公営住宅法等の規定に基づき整備するもので、住戸の規模や 

設備、入居基準や家賃の設定方法については全国的にほぼ同一水準 

３ 市営住宅の収支構造 
・ 使用料収入 

⇒ 平均６，５３１百万円（平成２１年度～２３年度の三ヵ年平均） 
・ コストカバー率 

⇒ 平成２１年度～２３ヵ年度の三ヵ年ともに、管理運営コストに対する
コストカバー率は１００％を超えている。各年度に要した建替、維持
補修費を含めた費用全体に対する、コストカバー率は約６６％で、他
の市民利用施設と比較すると極めて高い。 

４ 市営住宅の応募状況（資料Ｐ２１） 
・ 約１０倍程度だが、実質応募倍率は概ね３．４倍 

（人気の高い特定の団地に応募が集中し、落選した市民が毎回応募して 
いること等により、見た目上でその数値が押し上げられている） 

５ 入居世帯の状況 
・ 入居世帯の所得階層 ⇒ 家賃が最も低く設定される収入月額が 

１０４，０００円以下の世帯は入居世帯全体の７５％以上。 

６ 市営住宅を取り巻く情勢 
・ 平成２７年（２０１５年）以降、本市の世帯数は減少に転じると推計され

ている。 
・ 福祉施策と一体となった推進が求められている。 
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２ 学校等（小・中学校）  

 

■ マネジメント方針素案策定に当たっての視点 
 
・ 小規模な学校が全市的に増加しているという現状を踏まえ、教育効果の

向上と教育環境の整備を図る観点から、新たな基準を策定し、学校規模
適正化を進めること 

・ 学校規模適正化により発生する通学距離等の諸課題についても、併せて
検討すること 

・ 学校規模適正化に伴い、その役割を終えた施設や土地は、他の公共施設
の老朽化等による代替施設が必要な場合には、施設規模を拡大しない条
件で再利用も検討すること。また、地域の実情等に配慮しつつ、民間へ
の売却や賃貸による資産活用を積極的に進めること。 

・ 学校の余裕教室等については、学校運営に配慮しつつ、公共施設として
の活用を検討すること 

・ また、老朽化等に伴う学校施設の更新に際しては、教育環境の質的向上
や、安全・安心な施設環境の確保を図るとともに、地域コミュニティの
拠点形成など、時代のニーズに対応した施設への転換が可能となるよう
多機能化にも配慮すること 
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■ 北九州市の現状 
１ 保有量（資料Ｐ２２） 
・ 市全体の保有資産量のうち、２５．６％ 

（高等学校、特別支援学校等を含む学校全体では、全体の２６．９％） 
・ 人口当たりの学校数 

⇒ 小学校で政令市平均の１．２４倍、中学校で１．３０倍 
・ 一校当たり面積 

⇒ 小学校で約５，８００㎡、中学校で約７，０００㎡、政令市平均並み 

２ 学校規模、児童・生徒数（資料Ｐ２２） 
・ 近年、小・中学校ともに、小規模な学校が増加 
・ １校当たり児童・生徒数 

⇒ 小学校で政令市平均の０．８３倍、中学校で０．８２倍 

※「北九州市学校児童生徒増減対策懇談会」からの意見具申が出された昭和60年との比較 

※ 本市では、国が定める基準や昭和６０年の「北九州市学校児童生徒増減対
策懇談会」から出された意見具申をもとに、旧市街地の小規模校を中心に
学校規模の適正化に取り組んできたが、人口減少や少子化の進行により、
市全体で小規模な学校が増加している。 

※ 適正な学校規模の考え方については、文部科学省の定めた基準を参考に各
自治体で定めており、小学校については本市と各政令市の考え方に大きな
差はないが、中学校については８学級以下を小規模とする政令市も多く、
考え方に差がある。 

【参考：本市の学校規模適正化の考え方】 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

全体 
小規模校 

（７～１１学級） 
過小規模校 

（６学級以下）  
S60 H24 S60 H24 S60 H24 

小学校 １４３校 １３１校 ８校 
（５．６%） 

２４校 
（１８．３%） 

１０校 
（７．０%） 

２５校 
（１９．１%） 

中学校 ６８校 ６２校 １１校 
（１６．２%） 

２８校 
（４５．２%） 

１校 
（１．５%） 

７校 
（１１．３%）

小学校 中学校

12～24 12～24

適正な学級数
学校規模適正化（小規模校）の考え方

・通学距離　小学校　4㎞以内、中学校　6㎞以内
・通学区域　原則1中学校区2小学校を目標に適正化を進める。
・小規模校：11学級以下

　※小規模校を「統合」の対象として、将来的な児童生徒数の推移や地域の開発計画の
    有無のほか、通学距離や交通事情といった地域性を総合的に勘案しながら、保護者、
    地域住民の理解と協力のもとに学校規模の適正化を進める。
　  なお、小・中学校とも統合後の通学距離が、３㎞を超える場合は、通学支援を行っ
    ている。
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３ 市民・企業利用施設  

 

■ マネジメント方針素案策定に当たっての視点 
 
・ 「総量抑制」を前提として、本当に公共で担うべき機能かどうか、それ

を実現するための施設が必要かどうか、設置目的との整合性や他都市で

の事例（廃止・複合化等）も踏まえ、施設が現存することを前提とする

のではなく、今、整備するとしたらどうするかという視点に立って今後

の方向性を検討すること 

・ 他都市と比較した結果、施設数や施設規模が過大である一方、利用状況

が低い施設（＊）について施設数、規模等を抑制することを検討すること 

【対象となる施設例】 

・男女共同参画施設（男女共同参画センター・勤労婦人センター） 

・体育館  ・武道場（柔剣道場、弓道場）  ・文化施設   

・青少年の家  ・図書館 

＊ Ｈ２４年に実施した事務局調査に基づく 

・ 本市の特徴として、旧五市合併の影響等により、旧市ごと、あるいは区

ごとに設置されている施設が散見されることから、施設数、規模等を抑

制することを検討すること 

【施設の沿革等から、旧五市合併の影響が残っていると想定される例】 

 ・生涯学習センター  ・体育館  ・武道場（柔剣道場、弓道場） 

 ・文化施設（市民会館）  ・青少年の家  ・図書館 

・ 設置目的は異なるが、機能・仕様が同様の施設については、利用状況を

勘案しつつ、多用途・多目的での市民利用に供する施設としての位置づ

けや、運用面での工夫を行うなど、多機能化・複合化を検討すること 

（なお、その際には学校の活用を含め、検討を行うこと） 

【機能・仕様が同様と判断される施設の例】 

《会議室、和室、調理室等を共通して保有する施設》 

・市民センター  ・生涯学習センター  ・勤労青少年ホーム 

・男女共同参画施設（男女共同参画センター・勤労婦人センター） 

  ・青少年の家（一部） 
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《体育館（室）機能を共通して保有する施設》 

  ・体育館  ・勤労青少年ホーム  ・勤労婦人センター  

・青少年の家（一部） 
 
■ 北九州市の現状 
１ 保有量（資料Ｐ１０、１５） 
 ・ 市全体の保有資産量のうち、１５．０％ 
・ 保有総量 ⇒ 人口あたりの施設面積は政令市平均の１．７４倍 
・ 施設分類ごとの保有状況 

⇒ 多くの施設分類で、人口あたりの施設数若しくは施設面積が政令市平
均を上回っている。 

２ 配置状況（資料Ｐ１６～） 
※ 人口当たり施設数、延床面積、㎡当たり利用者数を政令市平均と比較。 
※ 詳細分析は、「参考資料：北九州市の公共施設の現状」のとおり。 

以下、保有面積の大きい順に記載。 

(1) 集会・コミュニティ施設（約１６３千㎡、市全体の保有資産量のうち３．３％） 

・ 市民センター（１３１施設、約９３千㎡、約１．９％]） 
人口当たり施設数 ⇒ ３倍程度  延床面積 ⇒ ４倍程度   
㎡当たり利用者数 ⇒ ほぼ同程度 

・ 生涯学習センター（９施設、約２１千㎡、約０．４％） 
人口当たり施設数 ⇒ ３．６倍程度  延床面積 ⇒１．４倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ほぼ同程度 

・ 年長者いこいの家（１６０施設、約７千㎡、約０．１％） 
人口当たり施設数 ⇒ ４倍程度  延床面積 ⇒ ２倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ １．２倍程度 

・ 男女共同参画施設（３施設、約１５千㎡、約０．３％） 
人口当たり施設数 ⇒ ４．５倍程度  延床面積 ⇒ ３．４倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ７割程度 

・ 勤労青少年ホーム（３施設、約４千㎡、約０．１％） 
人口当たり施設数 ⇒ １．２倍程度  延床面積 ⇒ １．４倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ９割程度 
※ 保有する 1市のみとの比較となっている。 

(2) 産業系施設（１２２千㎡、市全体の保有資産量のうち２．５％） 

・ 学術研究都市関連施設（１４施設、約５５千㎡、産業系施設の約１．１％）
産学連携等を通じ、新たな産業の創出、地域産業の高度化を目指し、本
市が政策的に設置している施設 
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(3) スポーツ施設（７６千㎡、市全体の保有資産量のうち１．６％） 

・ 体育館（１８施設、約５２千㎡、約１．１％） 
人口当たり施設数 ⇒ ２．６倍程度  延床面積 ⇒ １．６倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ７割程度 

・ 武道場（１５施設、約１２千㎡、約０．２％） 
人口当たり施設数 ⇒ ５．６倍程度  延床面積 ⇒ ７．７倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ４割程度 

・ 屋内プール（４施設、約４千㎡、約０．１％） 
人口当たり施設数 ⇒ １．３倍程度  延床面積 ⇒ ８割程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ほぼ同程度 

(4) 文化施設（７２千㎡、市全体の保有資産量のうち１．５％） 

・ 芸術劇場、響ホール、市民会館等（７施設、約７０千㎡、約１．４％） 
人口当たり施設数 ⇒ ほぼ同程度  延床面積 ⇒ １．７倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ５割程度 

(5) その他社会教育施設（４６千㎡、市全体の保有資産量のうち１．０％） 

・ 青少年の家（７施設、約１７千㎡、約０．３％） 
人口当たり施設数 ⇒ ２．４倍程度  延床面積 ⇒ ２．５倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ５割程度 

(6) 幼児・児童施設（４４千㎡、市全体の保有資産量のうち１．０％） 

・ 放課後児童クラブ（１２８施設、約１８千㎡、約０．４％） 
人口当たり施設数 ⇒ ほぼ同程度  延床面積 ⇒ ２倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ７割程度 
※ データが得られた 1市のみとの比較となっている。 

・ 児童館（４２施設、約１４千㎡、約０．３％） 
人口当たり施設数 ⇒ ９割程度  延床面積 ⇒ ８割程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ほぼ同程度 

(7) 障害福祉施設（３９千㎡、市全体の保有資産量のうち０．８％） 

・ 障害者施設（工芸舎等）（１８施設、２０千㎡、約０．４％） 
障害者自立支援法による生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継
続支援等の障害福祉サービスを提供する施設 
※ 第一次答申において、今後の取り組みの方向性を明示済み 

(8) その他保健福祉施設（３３千㎡、市全体の保有資産量のうち０．７％） 

・ 総合保健福祉センター（１施設、約 18 千㎡、約０．４％） 
保健・医療・福祉における中核施設として、医療機関や民間団体との連
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携により、当該サービスの一体的な提供について専門的・技術的に支援
する本市独自の施設 

・ ウェルとばた（福祉会館）（１施設、約 1１千㎡、約０．２％） 
主に民間の地域福祉活動の拠点として、活動の場を提供している、 
本市独自の施設 

(9) 博物館等（２９千㎡、市全体の保有資産量のうち０．６％） 

・ 自然史・歴史博物館（１施設、約１７千㎡、約０．３％） 
人口当たり施設数 ⇒ ５割程度  延床面積 ⇒ １．８倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ほぼ同程度 

・ 美術館（２施設、約１２千㎡、約０．２％） 
人口当たり施設数 ⇒ ３倍程度  延床面積 ⇒ １．６倍程度 
㎡当たり利用者数 ⇒ ほぼ同程度 

(10) 児童福祉施設（２４千㎡、市全体の保有資産量のうち０．５％） 

・ 総合療育センター（１施設、約１３千㎡、約０．３％） 
     障害のある子どもの療育の拠点として、早期発見・早期支援、障害の程

度に応じた療育訓練、相談体制の充実など様々な取り組みを行う、本市
独自の施設 

(11) 観光施設（２４千㎡、市全体の保有資産量のうち０．５％） 

・ 門司港レトロ地区観光施設（７施設、約１３千㎡、約０．３％） 
観光資源に乏しい本市の観光振興の中核施設群である。点在する歴史的
建造物をネットワーク化し、「門司港レトロ」というテーマに沿った統
一的な街並み形成を進めた本市独自の施設 

(12) 図書館（１６千㎡、市全体の保有資産量のうち０．３％） 

・ 中央図書館、地区館、分館（１７施設、約１６千㎡、約０．３％） 
人口当たり施設数 ⇒ ２倍程度  延床面積 ⇒ ほぼ同程度 
㎡当たり貸出者数 ⇒ ６割程度 
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４ その他の施設（庁舎等）  

 
■ マネジメント方針素案策定に当たっての視点 
 
・ 民間活力の導入で行政自らが担う体制を見直すことにより、行政系施設

の抑制を図ること（第一次答申） 

・ 市の組織の見直しを進め、スリム化を図ること（第四次答申） 

・ 自前の保有から、民間ストックを有効活用する視点に立つこと 
 
 
 
■ 北九州市の現状 

・ 庁舎等（約２４０千㎡、市全体の保有資産量のうち５．２％） 
人口当たり延床面積 ⇒ 政令市平均とほぼ同程度 
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Ⅲ 実効性を持たせるマネジメント体制 

 

■ マネジメント方針素案策定に当たっての視点 
 
【体制や仕組みづくり】 

・ トップマネジメントによる推進体制を明確にすること 

・ 市の基本計画への反映を検討すること 

・ 縦割りを排し、施設横断的に、複合化・多機能化や統廃合を検討するた

めの専任のマネジメント組織を設置する方向で検討すること 

 ・ マネジメント方針を着実に実行するための進捗管理や、有効な公共事業

評価の仕組みづくりなど、自己統制を図るための新たなスキームを検討

すること 
 
【具体的プロセス】 

・ 既存の分野別計画の見直しや地域のまちづくり計画への反映など、今後

の具体的進め方やスケジュールを明確にすること 

・ その際、具体的な地域、施設を特定して再配置計画を策定する、モデル

プロジェクト的な手法も取り入れること 
 
【市民のコンセンサスを得る手法】 

・ 施設白書の公表等、正確な情報を市民に分りやすく発信すること 

・ 施設利用者だけでなく、無作為抽出の手法を用いたアンケートなど、広

く納税者の意見・理解を求める仕組みを検討すること 
 

■ 北九州市の現状 

１ 実施体制 
・ 本市には、公共施設のマネジメントを推進するための庁内横断組織は設置さ
れていない。 

２ 公共施設の整備に当たってのチェック体制 
・ 市の支出が１０億円以上となる公共施設（道路等インフラを含む）の整備に

当たっては、事前に評価を実施（１０億円以上５０億円未満は内部評価、 
５０億円以上は外部評価） 
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資１ 

Ⅰ 総論（これまでの調査会資料より）                                                                    
 

・本市は約 1,800 施設、延床面積合計で 532 万㎡の公共施設を保有している。 

・これらの多くは、昭和 40 年代中盤から 50年代後半にかけて整備されており、今後、大規模改修や建替を必要とする施設が多数発生するこ

とが想定される。 

 

  ● 保有・整備状況 

１ 保有施設の状況 

・本市が保有する公共施設数は約 1,800 施設に及
ぶ。 

・床面積の合計は、約 532 万㎡である。用途別の主
な内訳は、市営住宅が約 207 万㎡で全体の約
40％、学校教育系施設が約 131 万㎡で全体の約
25％となっており、市営住宅と学校施設で延床面
積全体の約 65％を占めている。 

・その他、産業系施設が約 28万㎡、本庁舎、区役所
等の行政系施設が約 25万㎡、市民センター、市民
会館、図書館等の市民文化系施設は約 25 万㎡で
それぞれ、全体の 5％程度となっている。 

 

 
 
 
 

※　市が所有している建築物のみ

※　指定文化財を除いた2009年度までに建設された建築物

※　その他：競輪競艇、中央卸売市場、霊園、斎場等

その他
5%

医療施設
0.01%

市営住宅
39%

行政系施設
5%

市民文化系施設
5%

公園
1%

上水道施設
1%

子育て支援施設
1%

社会教育系施設
1%駐車場等

1%普通財産
2%

産業系施設
5%

学校教育系施設
25%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設
2%

下水道施設
2%

供給処理施設
2%

保健・福祉施設
2%

病院施設
2%

大分類 延床面積

市営住宅 2,072,275

学校教育系施設 1,317,133

産業系施設 278,451

行政系施設 254,229

市民文化系施設 251,681

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 120,439

下水道施設 102,469

供給処理施設 98,604

保健・福祉施設 94,455

病院施設 88,604

普通財産 83,455

駐車場等 72,233

社会教育系施設 64,571

子育て支援施設 57,818

上水道施設 41,546

公園 37,537

医療施設 352

その他 287,617

合計 5,323,468

公共施設の建物面積内訳
（単位：㎡）

出典：総務企画局調査資料（平成 23年 10月調査）
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２ 築年別整備状況 

・本市が保有する公共施設の多くは昭和 40 年代中盤から 50 年代後半（1970 年～1984 頃）にかけて整備されている。特に総量でも大きな割合を占める市営住
宅、学校教育系施設がこの時期に多く整備されている。 

・昭和 56年(1981年)以前に建設された旧耐震基準の施設は約 302万㎡と全体の約 57％を占めている。新耐震基準以降の施設を含め、耐震化を実施している
施設は、全体の約 60％程度である。残りの約 40％については、耐震化が必要な施設、耐震診断が終了していない施設となっている。 

・築年別にみると、平成22年 4月 1日時点で、築 30～39年の施設が約210万㎡（約 39％）、築 40年以上の施設が約68万㎡（約 13％）となっており、この 2つを

合わせた築30年以上経過している施設が全体の約52％と過半を占め、1970年代に1つ目の整備の山ができている。また、築20年未満の施設も約157万㎡（約

30％）と、1990 年代後半から 2000 年前半にかけて 2つ目の山ができているのが特徴である。 

・今後、老朽化の進展に応じて順次大規模改修や建替が必要となる。総務省が公表した「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書」では、築後 30
年経過で大規模改修、築後 60年で建替を想定している。昭和 40年代中盤から 50年代後半（1970年～1984頃）に整備された施設が多い本市にあっては、今
後、大規模改修や建替を必要とする施設が多数発生することが想定される。 
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出典：総務企画局調査資料（平成 23年 10月調査）
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市民文化系施設 社会教育系施設 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 産業系施設 学校教育系施設
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新耐震基準（1982年以降）
    　　㎡2,306,464 43.3%

旧耐震基準（1981年以前）
    　　㎡3,017,004 56.7%

（千人）（千㎡）

公共施設の築年別の状況

旧耐震基準 新耐震基準
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● 投資的経費の状況、更新コスト試算 
・都市基盤の整備が一定水準に達したことや財政状況から、投資的経費は減少傾向にあり、平成 12 年度と比較すると、平成 22 年度の投資的経

費はほぼ 3分の 1まで減少している。 

・現在と同等の公共施設を維持しようとした場合、推計によると、今後 40 年間で合計約 1兆 1,800 円、年間平均 295 億円の更新費用が発生し、

財源不足が懸念される。 

 
１ 投資的経費の状況 

・ 本市の投資的経費の推移を見ると、平成 12 年度の 2,069 億円をピークに平成 22 年度は 753 億円とほぼ 3分の 1近くまで減少。 しかしながら、市民一人当た

りの投資的経費の金額は約 77千円と他政令市と比較しても高い水準にある。 

・ 平成 17 年度以降で見た場合、道路及び橋りょうに係る投資的経費は約 228 億円でほぼ横ばい、公共施設に係る投資

的経費は約 168 億円とほぼ横ばいであり、投資的経費全体である 753 億円の１/４程度の割合となっている。 

図  投資的経費の推移及び内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 新潟市 78.8
2 北九州市 77.1
3 浜松市 72.9
4 静岡市 71.6
5 神戸市 65.0
6 川崎市 64.5
7 京都市 58.7
8 さいたま市 58.4
9 福岡市 58.2
10 相模原市 47.9
11 広島市 47.7
12 岡山市 47.6
13 堺市 45.7
14 横浜市 44.6
15 仙台市 41.3
16 札幌市 40.4
17 名古屋市 39.0
18 千葉市 38.1
19 大阪市 35.8

市民一人当たり投資的経費(千円）

出典：平成 22年度市町村決算カード
0
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1,000
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2,000
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

その他 

用地取得費

道路及び橋りょうに
係る投資的経費

公共施設等に係る投
資的経費

投資的経費

億円247.2

億円109.7

億円227.9

億円168.1

億円752.9

（億円）

平成22年度(2010年)

億円752.9



 

資 5 
 

                                                                                            
 
２ 更新コスト試算 

(1) 公共施設の更新コスト試算 

  ・市が保有する施設には、昭和 40年代中盤から 50年代後半に整備された施設が多い。今後、施設の老朽化に対応しようとした場合、建替、大規模改修に多くの
コストが発生することが予測されることから、今後 40 年間にかかるコストについて、総務省が公表している試算ソフトの考え方に基づき、本市の実態に合わせて
算出した。 

 

<総務省ソフトの試算条件> 

 ①耐用年数の設定 

    目標耐用年数  60 年 

 ②更新年数の設定 

   ・建設時より 30年後に大規模改修を行い、60 年後に建替 

   ・平成 22 年 4月 1日時点で、建設時より 31年以上、50 年未満で大規模改修を行っていない施設については、今後 10年間で均等に大規模改修を行うと仮定 

   ・現時点で、建築時より 51年以上経過しているものは、建替の時期が近いので大規模改修は行わないと仮定 

 ③建替、大規模改修時の単価設定 

 建替 大規模改修 

市民文科系・社会教育系・行政系施設等 28 万円/㎡ 17 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設等 23 万円/㎡ 14 万円/㎡ 

学校教育系・子育て支援施設等 23 万円/㎡ 14 万円/㎡ 

市営住宅 20 万円/㎡ 12 万円/㎡ 

※本市の平成 21 年度～平成 23年度の工事実績により、建替単価を算出。それに 6割を乗じて大規模改修単価を算出した 

 ④試算の対象となる施設 

    本市が保有する公共施設のうち、普通会計の施設（4,635,497 ㎡／5,323,468 ㎡） 
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<試算結果> 

   ・今後、公共施設の建替・大規模改修にかかるコストを試算すると、40年間総額で 1兆 1,800 億円、年平均で 295 億円となる。 

   ・試算に対し、総務省モデルに準拠して積算した、平成18年度～平成22年度にかけての公共施設の既存更新（公共施設の改修、更新費用）分に係る平均の投

資実績額は約 166 億円、新規整備（新たな公共施設の建設費用）分まで含めても、約 180 億円であり、相当量の不足額が想定される。 

図 更新コスト試算（公共施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  40年 間 の 更新 費用 11,800  億 円

  1年 あ たり の更 新費 用 295  億 円

　 試算 対象 延床 面積 4, 635, 4 97 　 ㎡

※ 　普 通会 計の う ち 、 2009年 度 ま で に建 設し た 公 共施 設

公共施 設に係 る更新費 用の推計
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 (2) 公共施設及び道路、橋りょうの更新コスト試算 

  ・既述の公共施設に加え、同じく普通会計の投資的経費で更新を行う道路、橋りょうも含め、今後 40年間にかかるコストについて、総務省が公表している試算ソフ
トの考え方に基づき、本市の実態に合わせて算出した。 

 

<総務省ソフトの試算条件> 

 ①耐用年数の設定 

  ・道路    15 年       ・橋りょう  60 年 

 ②更新年数の設定 

  ・道路    本市の全道路整備面積を耐用年数である 15 年で割った面積の舗装部分を毎年度打換えていくと仮定。 

          【更新単価】   一般道路：4.7 千円/㎡  自転車歩行者道：2.7 千円/㎡ 

  ・橋りょう  耐用年数の 60 年を経た年度に更新、現状が鋼橋であれば鋼橋で、それ以外の構造の場合はPC(プレストレスト・コンクリート)橋として更新すると仮定 

          【更新単価】   鋼橋：500 千円/㎡     PC 橋：425 千円/㎡ 

 ＜道路、橋りょうの試算条件及び試算結果＞ 

①道路（街路含む） 
全整備面積を 15年で割った面積の舗装部分を毎年度更新していくと仮定 

40 年間総額  3,761 億円 年平均  94 億円 

②橋及び橋梁（歩道橋等） 
整備した年度から、法定耐用年数 60年を経過した後に更新すると仮定 

40 年間総額   950 億円 年平均  24 億円 

     ※試算に当たっては、総務省が設定した単価を使用 
     ※道路に関する投資実績額（次ページグラフにおける実線グラフ部分）の算定に当たり、「既存更新」は総務省の定義に基づき「舗装の打換え」を中心に、道路

維持、交通安全、道路景観に関する事業とし、現道拡幅については、新規整備に含めている。 
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<試算結果> 

･今後の公共施設の建替・大規模改修及び道路、橋りょうの更新コストを試算すると、40 年間総額で 1兆 6,511 億円、年平均で 413 億円となる。 

・試算に対し、総務省モデルに準拠して積算した、平成 18 年度～平成 22 年度にかけての公共施設の既存更新（166 億円）＋道路の舗装打換え等、橋りょうの

既存更新（90 億円）に係る平均の投資実績額は、約 256 億円であり、157 億円程度の不足額が想定される。 

   図 更新コスト試算（公共施設＋道路、橋りょう） 

 

 

 

 

  4 0年 間 の 更 新 費 用 16,51 1  億 円

  1年 あ た り の 更 新 費 用 413  億 円

※ 　 普 通 会 計 の う ち 、 200 9年 度 ま で に 建 設 し た 公 共 施 設 及 び イ ン フ ラ 資 産
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● 人口・保有資産の状況 －政令市比較を中心として－ 

人口 政令市の中で人口減少率はワーストであると同時に高齢人口割合はトップ                     

【施設の需給関係】 
・総人口は既に減少局面に突入し、10 年後（平成 32 年）は 90 万人以下となる見込み。行政サービス需要減が見込まれることから、100 万人
超時代に整備された公共資産総量の単純な維持・更新は避けるべき。 

【将来人口の構成】 
・生産年齢人口は、今後 20年間で 3割近く（約 14万人）減少することが見込まれる一方、高齢人口は約 3万人増加する見込み。加えて、既に
政令市中最も高齢人口割合が高く、今後の高齢人口増加のスピードは速いと見込まれることから、更なる減収と扶助費増が予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

人口増加率
順位 都市 H7→Ｈ17 Ｈ17→Ｈ27

1位 川崎市 10.3% 4 .5%
2位 福岡市 9.1% 4 .7%
3位 さいたま市 9.1% 2 .8%
4位 相模原市 8.5% 2 .8%
5位 横浜市 8.2% 4 .0%
6位 千葉市 7.9% 4 .2%
7位 神戸市 7.1% 0 .0%
8位 札幌市 7.0% 1 .8%
9位 仙台市 5.5% 0 .7%
10位 岡山市 4.9% 2 .2%
11位 浜松市 4.9% 0 .7%
12位 広島市 3.3% ▲ 0 .1%

13位 名古屋市 2.9% 0 .4%
14位 新潟市 2.2% ▲ 1 .9%
15位 大阪市 1.0% ▲ 2 .1%
16位 京都市 0.3% ▲ 1 .8%
17位 堺市 ▲ 1.1% ▲  2 .4%
18位 静岡市 ▲ 2.1% ▲  4 .3%
19位 北九州市 ▲ 2.6% ▲  5 .6%

4.8% 0 .9%

1.8% ▲  1 .8%

政令市平均
全国

高齢人口割合
順位 都市 Ｈ17

1位 川崎市 15%
2位 相模原市 15%
3位 福岡市 15%
4位 仙台市 16%
5位 さいたま市 16%
6位 千葉市 16%
7位 広島市 17%
8位 横浜市 17%
9位 札幌市 17%
10位 名古屋市 18%
11位 堺市 19%
12位 岡山市 19%

13位 京都市 20%
14位 浜松市 20%
15位 神戸市 20%
16位 大阪市 20%
17位 新潟市 21%
18位 静岡市 21%
19位 北九州市 22%

18%

20%

政令市平均
全国

【図２】人口増加率と高齢人口割合（政令市比較） 【図１】年齢３区分別人口推移 

出典：図 1～図 2 国立社会保障・人口問題研究所（平成 20 年 12 月推計）及び「平成 12年国勢調査」「平成 17年国勢調査」より作成 
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● 保有資産量にかかる政令市比較 

・政令市における延床面積を比較してみると、古くからの政令市は総延床面積が大きく、

さらに一人当たりの総延床面積も大きいことから、比較的近年政令市となった都市と比

較すると、施設保有量が相対的に多いことが分かる。 

・北九州市の総延床面積は 4,886,177㎡であり、政令市中第 7位、概ね平均値である。
一方、人口一人当たり総延床面積は 5.0㎡であり、政令市中最も多い。 

・現在の施設量を維持し続けるとした場合の平成 47 年時点での 1 人当たり延べ床面積
は、6.4㎡とさらに拡大すると推計される。 

※右表の総延床面積は、他都市比較を精緻に行うため、平成 22年度決算審査資料 
に準拠している。 
企業局が所管する財産及び港湾等、法令により別途台帳作成が義務付けられて 
いる財産は含まれていない。 
 

【保有資産量の内訳】 

 
 

 
 
 

（出所） 総延床面積：各政令市平成 22年度決算審査資料
平成 22年人口：国勢調査、 
平成 47年推計人口：社会保障人口問題研究所 

平成22年
人口

（参考）
平成47年
推計人口

1 大阪市 12,570,846 1 北九州市 976,846 5.0 6.4

2 名古屋市 9,989,077 2 大阪市 2,665,314 4.7 5.6

3 横浜市 8,647,360 3 神戸市 1,544,200 4.7 5.3

4 神戸市 7,210,204 4 名古屋市 2,263,894 4.4 4.9

5 札幌市 5,619,155 5 福岡市 1,463,743 3.6 3.6

6 福岡市 5,240,954 6 広島市 1,173,843 3.4 3.8

7 北九州市 4,886,177 7 浜松市 800,866 3.3 3.5

8 京都市 4,853,036 8 京都市 1,474,015 3.3 3.8

9 広島市 3,977,483 9 新潟市 811,901 3.3 3.8

10 川崎市 3,561,509 10 静岡市 716,197 3.2 4.0

11 仙台市 3,285,649 11 仙台市 1,045,986 3.1 3.5

12 新潟市 2,662,557 12 札幌市 1,913,545 2.9 3.2

13 浜松市 2,651,787 13 岡山市 709,584 2.8 2.9

14 千葉市 2,606,292 14 千葉市 961,749 2.7 2.8

15 さいたま市 2,506,715 15 堺市 841,966 2.5 3.0

16 静岡市 2,295,224 16 川崎市 1,425,512 2.5 2.6

17 堺市 2,116,542 17 横浜市 3,688,773 2.3 2.4

18 岡山市 1,961,721 18 相模原市 717,544 2.3 2.4

19 相模原市 1,634,858 19 さいたま市 1,222,434 2.1 2.2

平均 4,646,166 平均 1,390,416 3.3 3.7

順
位

総延床面積
（㎡）

都市
人口（人）
（H22.10.1）

都市
順
位

人口当たり
総延床面積（㎡）

※内訳は総務企画局調査（平成２３年１０月調査）に準拠 
※「市民・企業利用施設」：集会・コミュニティ施設、文化施設、社会教育施設、スポーツ・レクリエーション施設、学校教育施設、産業系施設、子育て支援施設、保健・福祉施設 等 
※ 「その他施設」：斎場、霊園、駐車場、公園内施設（スポーツ施設を除く） 等 

北九州市

市民・企業利用施設

15.0%

その他施設

9.0%

市営住宅

42.3%

行政系施設

5.2% 学校

26.9%

普通財産

1.7%
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Ⅱ 市営住宅、小中学校、市民・企業利用施設保有量の他都市比較                                               

１ 施設分類、施設規模の考え方 

（1）基本的な考え方 

施設分類と施設規模（広域対応、地域対応等）の両面から個別施設の種別分けを行う。 

（2） 施設分類 

   ・本市が主に住民の利用に供するために設置している施設について、以下の資料を参考に用途別に分類を行った。 

大分類 中分類 

Ⅰ 市営住宅 ・市営住宅 

Ⅱ 学校教育施設 ・学校等 

①市民・文化系施設 ・集会・コミュニティ施設  ・文化施設 

②社会教育施設 ・博物館等  ・図書館  ・その他社会教育施設 

③スポーツ・レクリエーション施設 ・スポーツ施設  ・観光施設  ・レクリエーション施設 

④産業系施設 ・産業系施設 

⑤子育て支援施設 ・幼稚園・保育園  ・幼児・児童施設 

⑥保健・福祉施設 ・高齢福祉施設  ・障害福祉施設  ・児童福祉施設  ・その他保健・福祉施設 

Ⅲ 

市
民
・企
業
利
用
施
設 

⑦医療施設 ・医療施設 （※企業会計に属する病院施設は除く） 

（3） 施設規模 

・施設毎に、市域内の設置数や、概ねの利用対象範囲から、以下のとおり分類を行った。 

施設規模 考え方 

①広域対応施設 原則として市内に１施設しかなく、１施設で市内全域からの利用や、近隣市町村からの集客が見込まれる施設 

②複数対応施設 市内に同種のものが複数あり、③、④に該当しない施設 

③区対応施設 概ね区ごとに 1 施設以上あるか、区単位での利用に対応している施設 

④地域対応施設 概ね地域単位での利用に対応している施設 
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 (4) 分析の対象とする施設 

  以下に該当する施設を分析の対象とする。 

   ① 人口 10 万人あたりの保有施設数、若しくは人口 10 万人当たりの施設面積が政令市平均より多い施設 

   ② どの政令市においても、不特定多数の市民に対し、共通して施設を活用した行政サービスを提供している施設 

   ③ 保有施設数若しくは施設面積にある程度のボリュームがある施設 

大分類 分析対象施設 

Ⅰ 市営住宅 ・市営住宅 

Ⅱ 学校教育系施設 ・小学校  ・中学校 

①市民・文化系施設 
・市民センター  ・生涯学習センター  ・年長者いこいの家  ・男女共同参画施設   

・勤労青少年ホーム  ・文化施設（芸術劇場、響ホール、市民会館） 

②社会教育施設 ・美術館  ・博物館  ・図書館  ・青少年の家 

③スポーツ・レクリエーション施設 
・体育館  ・陸上競技場  ・庭球場  ・野球場  ・運動場  ・球技場  ・武道場  ・屋内プール 

・屋外プール  ・青少年キャンプ場 

Ⅲ 

市
民
・企
業
利
用
施
設 

④子育て支援施設 ・児童館  ・放課後児童クラブ 
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２ 施設分類、施設規模のマトリクス 

(1) 市営住宅 ～ スポーツ・レクリエーション施設（観光施設） 
 　施設分類

平成22年度時点

市営住宅 学校教育施設

市営住宅 学校等 集会・コミュニティ施設 文化施設 博物館等 図書館 その他社会教育施設 スポーツ施設 観光施設

・特別支援学校(9)
・勤労婦人センター(2)
・勤労青少年ホーム(3)

・陸上競技場(3)
・球技場(2)
・庭球場(2)
・屋内プール(5)
・屋外プール(1)

社会教育施設

・児童文化科学館
・文学館
・松本清張記念館
・木屋瀬宿記念館
・埋蔵文化財センター
・現代美術センター
・環境ミュージアム
・交通安全センター
・水環境館
・ほたる館
・北九州イノベーショ
　ンギャラリー
・エコタウンセンター

・青少年の家(7)

・門司港レトロ地区
　観光施設(7)
・小倉城周辺観光
　施設(2)
・皿倉・帆柱地区
　観光施設(3)
・門司麦酒煉瓦館

・体育館(7)
・運動場(7)
・弓道場(7)
・柔剣道場(8)

スポーツ・レクリエーション施設

・その他体育館(10)
・その他庭球場(13)
・その他球場(13)
・その他屋外プール
　(16)

・北九州芸術劇場
・響ホール
・ソレイユホール
・大手町練習場
・旧百三十銀行
　ギャラリー

・美術館(2)
・自然史・歴史博物館 ・中央図書館

・総合体育館
・北九州市民球場
・穴生ドーム

区
対
応
施
設

地
域
対
応
施
設

・市民センター
(129）
・市民サブセンター(2)
・年長者いこいの家
　(160)
・地域交流センター(9)
・旧古河鉱業若松ビル

・生涯学習センター(8) ・市民会館(4)
・地区館(4)
・国際友好記念図書館
・図書館分館(11)

・中学校(62)
・小学校(131)

　
対
応
分
類

広
域
対
応
施
設

複
数
対
応
施
設

・男女共同参画
　センター
・国際村交流センター
・生涯学習総合
　センター

大分類

中分類

・高等学校
・高等専修学校
・高等理美容学校

市民・文化系施設

・市営住宅（421※）
　※団地数
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(2) スポーツ・レクリエーション施設（レクリエーション施設） ～ 医療施設 

 　施設分類
平成22年度時点

スポーツ・
レクリエーション施設

産業系施設 医療施設

レクリエーション施設 産業系施設 幼稚園・保育園 幼児・児童施設 高齢福祉施設 障害福祉施設 児童福祉施設 その他社会福祉施設 医療施設

・緑地保育センター(2)
・子どもの館
・子育てふれあい
　交流プラザ

・年長者研修施設(2) ・障害者福祉会館(2)
・ひまわり学園(4)
・母子寮(2)

・夜間・休日急患
　センター
・休日急患診療所(2)

・障害者施設(18) ・離島診療所(2)

子育て支援施設

・農林業振興施設
　(3)
・国際展示場
・国際会議場
・北九州学術研究都市
　関連施設(14)
・ベンチャー支援
　施設(2)
・商工貿易会館

・志井ファミリー
　プール
・脇田海釣り桟橋

・青少年キャンプ場
　(６)

地
域
対
応
施
設

区
対
応
施
設

複
数
対
応
施
設

広
域
対
応
施
設

・保育園(30)
・幼稚園(8)

・児童館(42)
・放課後児童クラブ
　(128 )

・特別養護老人ホーム
・老人福祉センター
・デイサービス
　センター(2)
・陶芸クラブハウス(2)

保健・福祉施設

・総合療育センター
・小池学園
・母子福祉センター

・総合保健福祉
　センター
・ウェルとばた
・精神保健福祉
　センター
・健康づくりセンター
・ホームレス自立支援
　センター
・動物愛護センター

・子ども総合センター
・少年支援センター

 
施
設
規
模

中分類

大分類

・障害者スポーツ
　センター
・点字図書館、ビデオ
　ライブラリー
・障害福祉センター
・介護・実習普及
　センター
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３ 施設中分類ごとの保有量と他都市平均との比較（他都市平均を１とする） 

（１）中分類グラフ 
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※1　スポーツ施設は屋内施設のみでの比較としている。
※2　レクリエーション施設の政令市比較は、施設数のみ分析を実施。

折れ線グラフ（政令市比較）
　⇒政令市平均を１とした場合の北九州市の値

　■(赤)：人口10万人当たりの施設数
　   ▲（青）：人口10万人当たりの延床面積

棒グラフ（本市の保有量）
　⇒延床面積（千㎡）

◎比較対象とする政令市 
・市営住宅、学校 札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、 

京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市（11市） 
・市民・企業利用施設 
※スポーツ施設を除く 

札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、京都市、大阪市、 
広島市、福岡市（8市） 

・うち、スポーツ施設 札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、名古屋市、京都市、 
大阪市、神戸市、広島市、福岡市（10市） 
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（２）中分類ごとの主要施設の概況 

○ 市営住宅は、本市の公共施設の中で最も多い、約２，０７２千㎡を保有している。 
※市営住宅は、市内全域にわたり、421団地、約 33,000戸を保有。戦災や昭和 28年の大水害の影響を受けて、旧門司市や八幡市で建設された引揚
者住宅や復興住宅に始まり、公営住宅法(S26)施行後は、圧倒的な住宅不足の解消と、高度成長に伴う人口流入の受け皿として旧各市で積極的な
建設が行われた。昭和 40 年を境に本市人口は社会減に転じたが、その後も増加する世帯数、未成熟な民間賃貸住宅市場、高度成長等を背景とし
た政府の大量建設計画を受け、中・高層の市営住宅を建設している。 

 
 

○ 学校等では、小学校（１３１施設、約７６６千㎡）、中学校（６２施設、約４３７千㎡）の割合が大きく、面積ベースで約９５％を占める。 

※小学校、中学校については、「北九州市立学校児童生徒増減対策懇談会」からの意見具申（昭和６０年）や、「北九州市子どもの未来をひらく教育プ

ラン」（平成２１年策定）に沿って、学校規模の適正化を推進。これまで２７校の小学校を１３校に、１６校の中学校を７校にする等、小規模校の統合を

進め、また、新たに小学校２校、中学校２校を分離新設した。 

 

 

○ 集会・コミュニティ施設では、面積ベースで、市民センター（１３１施設、約９２千㎡）が約５６％、生涯学習センター（９施設、約２１千㎡）が約１３％を占め

ている。 

※市民センターは、地域住民主体の「地域づくり」を「地域」「行政区」「全市」の三層構造（北九州方式）により推進するための拠点施設として、平成６年

度から、小学校区単位（地域レベル）を基本に市民福祉センターを整備。その後、施設の有効活用の観点から、既存の公民館を活用し「市民センタ

ー」とした。 

 

※生涯学習センターは、「学びの三層構造」の行政区レベルの施設として、市民の多様な生涯学習活動の場を提供しており、旧５市の中央公民館が前

身となっている。各区に１施設設置されている他、分館を２施設設置。小倉北区の生涯学習センターについては、全市レベルの生涯学習拠点施設

「生涯学習総合センター」として位置づけている。なお、生涯学習総合センターは、婦人会館を併設している。 
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※年長者いこいの家は、昭和４０年の厚生省通知を踏まえ、高齢者の教養の向上やレクリエーション活動等、地域の高齢者が気軽に利用できる施設と

して、昭和４７年から５０年代までに、その多くを設置した。 

 

 

○ 産業系施設では、学術研究都市関連施設（１４施設、約５５千㎡）の割合が最も大きく、面積ベースで約４５％を占める。 

   ※学術研究都市関連施設は、「アジアの中核的な学術研究拠点」と「新たな産業の創出・技術の高度化」を目指し、大学や研究機関が集積する学術研

究都市において、産学連携を促進する機能を持つ施設群として、平成１３年から整備が進められている（現有施設は平成１３～２０年に開設）。 

 

 

○ スポーツ施設では、体育館の割合が最も大きく（１８施設、約５２千㎡）、面積ベースで約６８％を占めている。なお、施設数としては、体育館の他に、屋

外プール（１７施設）、庭球場（１５施設）、野球場（１４施設）なども多くなっている。 

※体育館は、高規格・大規模施設として総合体育館が整備されている他、旧５市時代に整備された施設を含め、区・地域レベルにおいて、小・中規模

の施設を設置している。 

 

※屋外プール、庭球場、野球場についても、旧５市時代に整備された施設を含め、市内全域に設置している。 

 
 

○ 文化施設では、芸術劇場、響ホール、ソレイユホール、市民会館の文化ホールが大半であり、（７施設、約７０千㎡）、面積ベースで約９７％を占める。 

   ※市全域の拠点施設として、北九州芸術劇場（小倉市民会館の後継施設としての機能も有する）、北九州ソレイユホール、響ホールを設置している。
また、旧５市時代に整備された市民会館（門司、若松、八幡、戸畑）が、現在の行政区に引き継がれている（一部建替え）。 

 
 

○ その他社会教育施設では、青少年の家の割合が最も大きく（７施設、約１７千㎡）、面積ベースで約３７％を占める。 

   ※青少年の家は、青少年の宿泊研修、青少年の指導者の研修等により、少年の健全な育成を図るものとして、旧５市時代に整備されたものも含め、
各区に 1施設設置している。 
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○ 幼児・児童施設では、放課後児童クラブの割合が最も大きく（１２８施設、約１８千㎡）、面積ベースで約４０％を占める。 

   ※放課後児童クラブは、子ども・子育て施策の充実を図るため、全国的にみても先進的な取組みとして、利用を希望する全ての小学生を受け入れ対
象とする「全児童化」事業を平成２０年度から推進し、施設を増設してきた。 

 
 

○ 障害福祉施設では、障害者地域活動センター、工芸舎等の障害者施設の割合が最も大きく（18施設、約 20千㎡）、面積ベースで約４９％を占める。 

   ※障害者施設は、障害者自立支援法を根拠に、障害者への就労機会の提供、生活支援等を行うことにより障害者の福祉の増進を図る目的で設置さ

れている施設群。多くの施設を昭和４０年代、５０年代に設置している。 
 
 

○ その他保健福祉施設では、総合保健福祉センターの割合が最も大きく（１施設、約１８千㎡）、面積ベースで約５４％を占める。 

   ※総合保健福祉センターは、医療機関や民間団体等との連携により、保健･医療･福祉サービスの一体的な提供について専門的・技術的に支援する

ため、当該分野の三層構造における全市レベルの中核施設として、平成１１年に設置した。 
 
 

○ 博物館等は、博物館（１施設、約１７千㎡）の割合が大きく、面積ベースで約５８％を占めている。 

※博物館（「いのちの旅博物館」）は、環境を共通テーマとする博物館群を段階的に整備することが望ましいという提言を受け、北九州博覧祭で建設さ

れた施設を活用して、それまで別々に建設されていた「歴史」「考古」「自然史」の３つの博物館を集約、平成１４年に設置した。 
 
 

○ 児童福祉施設では、総合療育センターの割合が最も大きく（１施設、約１３千㎡）、面積ベースで約５３％を占める。 

※総合療育センターは、医療型障害児入所施設、障害児通所施設、外来部門等を有する障害児福祉施設の中核施設。昭和５３年に障害のある子ど

もの療育の拠点として設置しており、全国から利用者がある。 
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○ 観光施設では、門司港レトロ地区観光施設の割合が最も大きく（７施設、約１３千㎡）、面積ベースで約５５％を占める。 

※門司港レトロ地区観光施設は、観光資源に乏しい本市の観光振興の中核施設群である。点在する歴史的建造物をネットワーク化し、「門司港レト

ロ」というテーマに沿った統一的な街並み形成を進め、平成７年にグランドオープンした。 

 
 

○ 図書館では、中央図書館の割合が最も大きく（約４．５千㎡）、面積ベースで約２８％を占める。 

※図書館は、中央図書館、国際友好記念図書館、地区館４館、分館１１館の計１７館（図書館法に定める図書館は６館）で構成されている。地区館は

旧５市の市立図書館を引き継いだもの。中央図書館は、旧小倉市から引き継いだ図書館を廃止し、昭和５０年に市内の地区館、分館の指導等を行

う役割を持つ統括図書館として設置した。 
 
 

○ レクリエーション施設は、青少年キャンプ場（６施設）が最も多くなっている。 

※青少年キャンプ場は、野外活動を通じた青少年教育を目的とする施設で、旧５市からの引継ぎ施設を含め、概ね各区に１箇所設置している。 
 
 

○ 医療施設では、夜間休日急患センターの割合が最も大きく（１施設、約１千㎡）、面積ベースで約６５％を占める。 

※夜間休日・急患センターは、救急医療体制の中核施設であり、昭和４９年に「休日急患診療センター」として設置した後、昭和５３年に平日夜間診療

を開始し、現在の名称となった。 
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Ⅲ 市営住宅保有量・入居者等の他都市比較                                                            
 
１ 保有量比較（総量） 

 
 
 
●参考:県営住宅を含めた場合 
 
  ・市内の世帯数（100世帯）当たりの管理戸数 
       １．８８ ⇒ １．６４ 
      （市営のみ）   （市営+県営） 
 
  ・借家に住む年収 400万円未満の世帯に対する 
管理戸数の割合 

       １．６７ ⇒ １．４５ 
       （市営のみ）   （市営+県営） 
 
 
 
 
 
 
 

 
※「平成の合併前」政令市：国が基礎自治体の行財政基盤確立のため、全国的に市町村合併の推進を開始した平成１１年度以前に発足している政令市 （１１市） 

（札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市） 
※出典 ・市営住宅の管理戸数、居住面積：建築都市局調査（平成 22年 4月 1日時点）  ・県営住宅の管理戸数：大都市比較統計年表/平成22年（平成 22年度末時点） 

・「借家に住む年収 400万円未満の世帯数」出典：平成 20年度住宅・土地統計調査報告 
 
【参考：市営住宅の制度概要(一部)】 

◎ 制度の趣旨 国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃

貸し、また転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉制度の増進に寄与することを目的とする。（公営住宅法第１条） 

◎ 入居収入基準 
収入が以下の金額を超えないこと。 （収入=過去１年間の所得金額から政令で定める額を控除した額を１２で割って算定） 
 ① ②以外の場合（本来階層） ･･･ １５．８万円以下 
 ② 入居者が身体障害者である等、特に居住の安定を図る必要があるものとして政令で定める場合（裁量階層）・・・ ２１．４万円以下 

1.88 1.67 0.96

0.00

2.00

1市内の世帯数(100世帯)当たりの管理戸数

借家に住む年収400万円未満の世帯に対する管理戸数の割合

1戸当たり居住面積

「平成の合併前」政
令市平均（＝１）
「平成の合併前」 
政令市平均（＝１）
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２ 利用実態、市民ニーズ 

 

1 .0 0

0 .8 3

0 .7 9

0 .5 6

0 .4 4

1 .0 5

0 .7 7

0.00

0.40

0.80

1.20

①入居戸数

②入居者数

③入居率

④入居1世帯当た りの人数⑤空家募集数

⑥応募件数

⑦応募倍率

北九州市 政令市平均
 

 
 
 
※平成２２年４月１日時点 
※「政令市」は、「平成の大合併」前（平成 11年度以前）に発足している政令市（11市）のうち、所要のデータ提供があった 7市 
  （札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、広島市） 
※本市の管理戸数には老朽化・火災等により閉鎖した住宅等が 1,048戸含まれており、それを差し引いた入居率は 95.66％となる。 

 
 

順位 自治体名
①入居戸数
(戸）

②入居者数
(人）

③入居率
（％）

④入居1世帯当
たりの人数
（人）

⑤空家募集数
(戸）

⑥応募件数
（件）

⑦応募倍率
(倍）

1 北九州市 30,830 66,567 92.65 2.16 869 8,810 10.14

2 札幌市 25,864 54,376 93.76 2.10 896 19,124 21.34

3 仙台市 8,057 7,816 86.90 0.97 250 3,062 12.25

4 横浜市 29,885 63,175 95.03 2.11 1,436 24,338 16.95

5 名古屋市 57,545 128,759 93.86 2.24 1,584 32,160 20.30

6 大阪市 92,471 192,232 93.77 2.08 1,789 31,864 17.81

7 神戸市 46,297 87,370 88.42 1.89 1,505 21,347 14.18

8 広島市 13,180 28,963 89.64 2.20 392 9,160 23.37

39,043 80,384 92.55 2.06 1,122 20,151 17.96
政令市平均
(北九州市を除く）
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Ⅳ 学校保有量の他都市比較                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「平成の合併前」政令市：国が基礎自治体の行財政基盤確立のため、全国的に市町村合併の推進を開始した平成１１年度以前に発足している政令市 （１１市） 

（札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市） 
※出典：大都市比較統計年表/平成 22年（平成 22年 5月 1日時点）、児童数、生徒数には、国立・私立に通学している児童、生徒を含む。 
 
【参考：本市の学校規模適正化の考え方】 

小学校 中学校

12～24 12～24

適正な学級数

北九州市

学校規模適正化（小規模校）の考え方

・通学距離　小学校　4㎞以内、中学校　6㎞以内
・通学区域　原則1中学校区2小学校を目標に適正化を進める。
・小規模校：11学級以下
※小規模校を「統合」の対象として、将来的な児童生徒数の推移や地域の開発計画の有無のほか、通学距離や交通事情といった
　 地域性を総合的に勘案しながら、保護者、地域住民の理解と協力のもとに学校規模の適正化を進める。
　 なお、小・中学校とも統合後の通学距離が、３㎞を超える場合は、通学支援を行っている。

指定都市名

 

1.301.24
0.83

0.82 1.021.01

0.00

2.00

小学校 中学校

人口10万人当たりの学校数 1校当たり児童・生徒数 1校当たり面積

「平成の合併前」政
令市平均（＝１）

「平成の合併前」 
政令市平均（＝１）
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市民利用施設の分析（他都市比較等） 
 
■政令市データについては、調査に応じてくれた自治体（「平成の合併前政令市」8市）のうち、施設データが得られた部分を使用した。 
（８市：札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、京都市、大阪市、広島市、福岡市） 
■ただし、屋内スポーツ施設については、体育館＋屋内プール等、複合施設が多いため、別調査を行い、「平成の合併前」政令市１０市のデータを使用した。 
（10市：札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市） 
■なお、屋内スポーツ施設の施設数・延床面積の他都市比較は、競技場単位で行っている。 
■対象とする施設は、市が保有する施設であり、国や民間が保有する施設は含まれない。 
 

 

【集会・コミュニティ施設】 

○市民センター ････････････････････････････････････ ２４ 

○生涯学習センター･･････････････････････････････････ ２５ 

○年長者いこいの家･･････････････････････････････････ ２６ 

○男女共同参画施設･･････････････････････････････････ ２７ 

 （男女共同参画センター・勤労婦人センター） 

○勤労青少年ホーム･･････････････････････････････････ ２８ 

 

【スポーツ施設】 

○体育館････････････････････････････････････････････ ２９ 

○武道場････････････････････････････････････････････ ３０ 

○屋内プール････････････････････････････････････････ ３１ 

 

【文化施設】 

○文化施設（芸術劇場、響ホール、市民会館）･･････････ ３２ 

 

【その他社会教育施設】 

○青少年の家････････････････････････････････････････ ３３ 

【幼児・児童施設】 

○放課後児童クラブ･･････････････････････････････････ ３４ 

○児童館････････････････････････････････････････････ ３５ 

 

【博物館等】 

○美術館････････････････････････････････････････････ ３６ 

○博物館（自然史・歴史）････････････････････････････ ３７ 

 

【図書館】 

○図書館････････････････････････････････････････････ ３８ 

 

【参考（左記以外のスポーツ施設）】 ※屋外で使用するもの 

○屋外プール････････････････････････････････････････ ３９ 

○陸上競技場････････････････････････････････････････ ３９ 

○庭球場････････････････････････････････････････････ ４０ 

○野球場････････････････････････････････････････････ ４０ 

○運動場････････････････････････････････････････････ ４１ 

○球技場････････････････････････････････････････････ ４１ 



 
 

 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっている 
※歳入：使用料収入、その他収入の合計となっている。 

３ 政令市比較 

２ コスト状況 

1 保有量、利用状況 

市民センター(公民館） 1,742,358 65,872 0.34 0.01 3.78%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 131 92,907 709 5,165,844
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1 ＊ 1,071 26.40 28,263 12.62 13,510

2 北九州市 709 18.71 13,272 13.41 9,511 39,434 556

3 ＊ 1,123 8.75 9,827 5.96 6,697 62,499 556

4 ＊ 495 20.86 10,316 9.97 4,934 37,984 768

5 ＊ 704 7.83 5,516 4.89 3,441 25,198 358

6 ＊ 603 5.25 3,166 4.73 2,850

7 ＊ 324 6.94 2,253 3.39 1,099 19,015 586

8 ＊ 2,288 0.10 229 0.05 120 104,749 458

583 7.94 4,628 4.23 2,464 34,927 599

⑦10㎡当たり

利用者数
（人）

政令市平均　※北九州市除く

④人口10万人
当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積
（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数
（人）

順位 自治体名称 ③1区当たり

延床面積
（㎡）

②1区当たり
施設数

（2）利用状況（１）保有状況

①1施設当たり

延床面積
（㎡）

○市民センター（公民館）

0.93

1.22 2.36

3.17

2.87

1.13

3.86

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

設置状況 ・概ね小学校区ごとに１３１施設（平成２４年８月１日時点 １３３施設） 

沿   革 ・平成６年度から、小学校区単位を基本に、地域住民による福祉活動、住

民の交流、生涯学習活動等の拠点施設として、市民福祉センターを整備

した。 

・施設の有効活用のため、既存の「公民館」も活用し、「市民福祉センター」

と「公民館」の２枚看板化を行っていたが、平成１７年１月に「市民センタ

ー」に名称統一した。 

・直営施設だが、館長のみ市の嘱託職員で、その他管理運営は地元のま

ちづくり協議会に委ねられている。 

※“３政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 
※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラ
フ化している。 

人口あたり施設数は

政令市平均の 3 倍程

度、延床面積は4倍程

度である。 

㎡あたり利用者数は

ほぼ同程度である。 

市民センター(公民館) 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・7市 

 ・保有していない自治体・・・1市 

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

○ 市民センター（公民館）  本市の状況  



 
  
 
 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっている。 
※歳入：使用料収入、その他収入の合計となっている。 

３ 政令市比較 

※“３政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 

※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

２ コスト状況 

生涯学習センター 284,595 13,196 0.34 0.02 4.64%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名
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1 * 10,760 0.80 8,608 0.38 4,115

2 * 4,933 1.43 7,048 0.68 3,370 116,727 237

3 北九州市 2,379 1.29 3,059 0.92 2,192 93,982 394

4 * 20,690 0.10 2,069 0.05 1,081 359,727 174

5 * 9,364 0.17 1,561 0.10 974 1,284,406 1,372

6 * 3,522 0.27 960 0.20 717 219,542 623

7 * 2,386 0.13 298 0.11 269

5997 0.44 2,646 0.26 1547 231336 386政令市平均　※北九州市除く

自治体名称

（2）利用状況

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積
（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積
（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数
（人）

⑦10㎡当たり

利用者数
（人）

順位

（１）保有状況

①1施設当たり

延床面積
（㎡）

施設名 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
(人）

生涯学習センター 9 21,415 2,379 845,841

○生涯学習センター

1.02

0.41

1.42

0.40
2.91

3.57

1.16

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は、

政令市平均の3.6倍程

度、延床面積は1.4倍

程度である。 

㎡あたり利用者数は、

ほぼ同程度である。 

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・７市 

  （うち 1市については、データが得られていないため除外） 

・保有していない自治体・・・1市 

○生涯学習センター  本市の状況  

設置状況 ・各区ごとに９施設（生涯学習総合センター【小倉北区】、 

各区センター６施設、分館２施設【小倉南区、八幡西区】） 

沿   革 ・市民の多様な学習活動の場として設置。 

・中央公民館が前身となっており、各区に１施設設置されている他、小倉

南区、八幡西区にそれぞれ分館を１施設設置。 

・小倉北区には、市民の学習ニーズに対応する人材育成・調査研究・情報

発信および学習相談等の機能を集約・強化した拠点施設となる、生涯学

習総合センターを設置している。 

・直営施設だが、生涯学習総合センターを除き、嘱託職員（館長のみ市の

嘱託職員でその他の管理運営は業務委託）で運営している。 

1 保有量、利用状況 



 
 
 
 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっている。 
    平成 22 年度は、臨時の補修を行っており、上記の額となっているが、例年 20,000 千円程度の歳出となっている。 
※歳入：使用料収入、その他収入の合計となっている。 

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

２ コスト状況 

年長者いこいの家 38,673 3 0.12 0.00 0.01%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

資 26 

1 ＊ 149 5.92 882 5.33 794

2 北九州市 44 22.86 1,000 16.38 717 1,948 445

3 ＊ 57 21.43 1,230 10.25 588 2,163 377

4 ＊ 349 2.13 742 1.45 505 11,354 325

5 ＊ 134 5.00 670 2.39 320

6 ＊ 82 0.45 37 0.34 28 5,533 671

7 ＊ 6.40 3.34 2,148

87 6.62 575 4.18 364 3,169 365

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

政令市平均　※北九州市除く

順位
④人口10万人

当たり施設数

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

自治体名称 ③1区当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

（2）利用状況（１）保有状況

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

○年長者いこいの家

1.22

1.97

0.61
1.74

3.92

3.46

0.50

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は

政令市平均の 4 倍程

度、延床面積は2倍程

度である。 

㎡あたり利用者数は

1.2 倍程度となってい

る。 

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・7市 

  （うち 1市については、データが得られていないため除外） 

・保有していない自治体・・・1市 

○年長者いこいの家  本市の状況  

・市内全域に１６０施設 

・地域の高齢者の心身の健康を保持・増進するため、教養・レク

リエーション活動等を行う場として設置。 

・高齢化が進展する中、年間約３０万人の高齢者が利用してお

り、いきがいづくりや引きこもり防止に寄与している。 

・昭和４７年度の設置開始以来、老人クラブや自治会といった地

域団体が自主的に運営しており、長年にわたり地域に定着・密

着している。 

1 保有量、利用状況 

 沿  革  

 設置状況  

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 160 7,003 44 311,603年長者いこいの家 



 
  
 
 

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

２ コスト状況 

男女共同参画施設
（勤労婦人センター）

324,883 47,995 0.67 0.10 14.77%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 3 15,322 5,107 481,339

資 27 

1 北九州市 5,107 0.31 1,569 160,446 314

2 * 4,188 0.19 786

3 * 6,181 0.10 643 89,031 144

4 * 8,586 0.07 582 489,997 571

5 * 5,366 0.07 367 252,052 470

6 * 6,796 0.05 355 361,995 533

6,732 0.07 463 298,269 443

⑤10㎡当たり

利用者数

（人）

政令市平均　※北九州市除く

（１）保有状況

順位 自治体名称

（2）利用状況

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②人口10万人

当たり施設数

③人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

④1施設当たり

利用者数

（人）

○男女共同参画施設(勤労婦人センター）

0.71

3.39

0.54

4.46

0.76

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②人口10万人

当たり施設数

③人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

④1施設当たり

利用者数

（人）

⑤10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は

政令市平均の4.5倍程

度、延床面積は、3.4

倍程度である。 

㎡あたり利用者数は7

割程度となっている。

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

男女共同参画施設 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・8市 

  （うち 3市については、データが得られていないため除外） 

○ 男女共同参画施設（男女共同参画センター・勤労婦人センター） 
  本市の状況  1 保有量、利用状況 

設置状況 ・市内に３施設（男女共同参画センター【小倉北区】、勤労婦人センター【門司区、八幡東区）】 

沿   革 ・男女共同参画センターは、平成 7 年に「女性センター」の名称で設置され、その後、平成 14 年

に、「市民及び民間の団体による取組を支援することにより、男女共同参画社会の形成の推進

を図る」ことを目的とし、「男女共同参画センター＜ムーブ＞」という名称に変更した。 

・勤労婦人センターは、男女共同参画センターの地域拠点として、市内の東西 2箇所に整備され

ている。西部勤労婦人センターは、昭和 30 年に県営「婦人の家」として発足後、昭和 48 年に市

に移管され、昭和 52 年に「市立勤労婦人センター」として全面改装した。その後、昭和 62 年に

東部勤労婦人センター＜レディスもじ＞の開館に伴い、「西部勤労婦人センター＜レディスやは

た＞」となった。 

・＜ムーブ＞及び＜レディスもじ・やはた＞は、女性の就職･再就職支援や働く女性のキャリアア

ップなど、女性の活躍推進を図る拠点施設として、三位一体となって、本市の男女共同参画社

会の形成を推し進めている。 

・3 施設一体の指定管理者制度を導入 



 
 
 
 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 
※指定管理者制度導入施設で、利用料金制により運営されている場合は、上記の歳出額に利用料収入の額を加えて、コスト状況の把握
に当たっての歳出額としている。 

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

２ コスト状況 

資 28 

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

勤労青少年ホーム 83,524 3,795 0.88 0.04 4.54%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

○勤労青少年ホーム

0.89

1.19

1.20

1.05

1.43

①1施設当たり
延床面積
（㎡）

②人口10万人
当たり施設数

③人口10万人
当たり延床面積

（㎡）

④1施設当たり
利用者数
（人）

⑤10㎡当たり
利用者数
（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は

政令市平均の1.2倍程

度、延床面積は1.4倍

程度である。 

㎡あたり利用者数は9

割程度である。 

 

※政令市平均の数値

は、保有している市が

1 市のみであったた

め、当該1市の数値と

なっている。 

 

1 北九州市 1,351 0.31 415 31,758 235

2 ＊ 1,138 0.26 291 30,195 265

1,138 0.26 291 30,195 265

⑤10㎡当たり
利用者数
（人）

政令市平均　※北九州市除く

（１）保有状況

順位 自治体名称

（2）利用状況

①1施設当たり
延床面積
（㎡）

②人口10万人
当たり施設数

③人口10万人
当たり延床面積
（㎡）

④1施設当たり
利用者数
（人）

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・1市 

 ・保有していない自治体・・・7市 

○勤労青少年ホーム  本市の状況  

設置状況 ・市内に３施設（門司、若松、八幡西勤労青少年ホーム） 

沿   革・勤労青少年ホームは、・勤労青少年（15 歳以上 35 歳未満）に対して、各種相談・指導、
各種講座の開催、憩いやスポーツ・レクリエーション、クラブ活動等の余暇活動の場を提

供するため、昭和 36 年から昭和 58 年にかけて八幡東、小倉、若松、門司、八幡西の順

に設置された。その後、老朽化や、民間類似施設の整備等に伴い小倉、八幡東の２施

設は廃止となり、現在は、門司、若松、八幡西の３施設で、指定管理者制度により、運営

を継続している。また、県営の同種施設として、昭和 57 年に設置された「北九州パレス

（小倉北区）」がある。 

・一方、平成 18 年以降に策定された第八次、九次勤労青少年福祉対策基本方針におい

ては、従来の余暇活動に加えて、キャリア形成、社会活動・世代間交流の促進等が付加

されるなど、その役割が社会情勢の変化に合わせて見直されている状況である。 

・現在の勤労青少年ホーム３館は、施設の老朽化等がみられるも、新しい機能や目的を

持たせ運営を行っており、年間約９万５千人の利用者があることから、一定の役割は果

たしている。

1 保有量、利用状況 

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
(人）

勤労青少年ホーム 3 4,054 1,351 95,275



 
 

 
 

３ 政令市比較（施設延床面積ではなく、競技場面積で分析） 

２ コスト状況 

1 保有量、利用状況 

体育館 515,324 104,242 0.46 0.09 20.23%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 18 51,658 2,870 1,119,950

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

1 北九州市 1,030 2.57 2,649 1.84 1,898 46,548 452

2 ＊ 2,492 1.40 3,489 0.73 1,823

3 ＊ 1,503 1.63 2,442 1.11 1,664 67,050 446

4 ＊ 1,698 2.00 3,397 0.96 1,624 78,155 460

5 ＊ 1,576 1.13 1,773 1.01 1,597

6 ＊ 2,117 1.06 2,249 0.75 1,590 155,978 737

7 ＊ 1,662 1.57 2,612 0.75 1,249 141,105 849

8 ＊ 823 1.64 1347 1.22 1,005.01

9 ＊ 1,175 1.33 1567 0.83 977.59 60344 513

10 ＊ 2,145 0.86 1,839 0.42 903 165,156 770

11 ＊ 1,291 0.67 861 0.39 502 100,028 775

1,702 1.22 2,083 0.72 1,223 111,702 656

（１）保有状況

①1施設当たり
延床面積

（㎡）

順位 自治体名称

政令市平均　※北九州市除く

（2）利用状況

②1区当たり
施設数

③1区当たり
延床面積

（㎡）

④人口10万人
当たり施設数

⑤人口10万人
当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり
利用者数

（人）

⑦10㎡当たり
利用者数

（人）

※施設数、延床面積は、競技場単位で分析を行っている。 
※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

○体育館

0.69

0.42

1.55

1.27

2.56

2.10
0.61

①1施設当たり
延床面積
（㎡）

②1区当たり
施設数

③1区当たり
延床面積
（㎡）

④人口10万人
当たり施設数

⑤人口10万人
当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり
利用者数
（人）

⑦10㎡当たり
利用者数
（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

体育館 

※調査対象自治体 10市 

・保有している自治体・・・・10市 

設置状況 ・市内全域に１８施設 

沿  革 ・体育館は、高規格・大規模施設として、総合体育館（昭和４９年

設置）が１施設設置されている。その他、旧５市時代に設置された

施設も含め、区レベル、地域レベルにおいて、小・中規模の施設が

点在している。 

・全施設指定管理者制度導入。 

 本市の状況  

○体育館 

資 29 
 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

人口あたり施設数は政

令市平均の2.6 倍程度、

延床面積は、1.6倍程度

である。 

㎡あたり利用者数は 7

割程度となっている。 



 
 
 

 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

３ 政令市比較（施設延床面積ではなく、競技場面積で分析） 

２ コスト状況 

武道場（柔剣道場、弓道場） 31,999 12,277 0.18 0.07 38.37%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

資 30 

1 北九州市 639 2.14 1,370 1.54 982 12,710 199

2 ＊ 777 0.80 622 0.38 297 41,818 538

3 ＊ 315 1.30 410 0.68 214

4 ＊ 463 0.63 290 0.43 197 12,565 271

5 ＊ 215 1.29 276 0.61 132 6,376 297

6 ＊ 959 0.18 174 0.14 130

7 ＊ 821 0.19 154 0.13 109 41,554 506

8 ＊ 498 0.33 166 0.21 103 15,923 320

9 ＊ 489 0.43 209 0.21 103 36,300 743

10 ＊ 1,135 0.11 126 0.06 74 49,044 432

11 ＊ 464 0.08 39 0.08 35

463 0.43 198 0.28 128 22,294 449

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

政令市平均　※北九州市除く

順位 自治体名称

（2）利用状況

④人口10万人
当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

③1区当たり

延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

②1区当たり
施設数

（１）保有状況

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

※施設数については、体育館との併設施設を含む。延床面積等については、体育館と一体整備されているものは体育館に 
含めている。 

※調査対象自治体 10市 

・保有している自治体・・・・10市 

○武道場（柔剣道場、弓道場）

0.44

0.57

7.68

6.93

5.56

5.021.38

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は、政

令市平均の5.6 倍程度, 

延床面積は、7.7倍程度

である。 

㎡あたり利用者数は 4

割程度となっている。 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

○武道場（柔剣道場、弓道場） 
 本市の状況  1 保有量、利用状況 

設置状況 ・各区に 15 施設（柔剣道場：8 施設、弓道場：7 施設） 

沿   革 ・柔剣道場、弓道場は区単位で設置されている。 

・柔剣道場のうち、１施設は体育館と併設（香月スポーツセンター[八幡西区]）、弓道

場のうち、２施設は柔剣道場と併設（小倉南、若松武道場）されている。 

・本市は、専用の柔剣道場を多数整備しているが、他政令市においては、多目的用

途の競技場を柔剣道場として使用している場合が多い。 

・全施設指定管理者制度導入。 

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
(人）

武道場（柔剣道場、弓道場） 15 11,766 981 179,533



 
 
 

 
 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

屋内プール 95,917 15,103 0.74 0.12 15.75%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

資 31 

1 ＊ 871 1.80 1,568 0.86 750 52,755 605

2 ＊ 1,118 0.75 839 0.51 572 57,343 513

3 ＊ 7,917 0.09 720 0.07 537 247,190 312

4 ＊ 2,403 0.33 801 0.21 500 187,760 782

5 ＊ 1,171 0.57 669 0.28 329 142,341 1,216

6 北九州市 744 0.57 425 0.41 304 53,201 716

7 ＊ 644 0.80 515 0.42 269 121,347 1,885

8 ＊ 1,830 0.11 203 0.06 119 108,967 595

1,256 0.55 695 0.32 408 99,699 794

順位 自治体名称
②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

（2）利用状況

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

（１）保有状況

政令市平均　※北九州市除く

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

○屋内プール

0.90

0.75

0.53

0.59

1.03

1.26

0.61

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は政令

市平均の 1.3 倍程度、延

床面積は 8 割程度となっ

ている。 

㎡あたり利用者数はほぼ

同程度となっている。 

※施設数については、体育館との併設施設を含む。延床面積等については、体育館と一体整備されているものは体育館に 
含めている。 

※思永中学校プールは、学校施設であるため、この頁における分析からは除外している。 

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
(人）

屋内プール 4 3,861 1,931 128,784

※調査対象自治体 10市 

・保有している自治体・・・・10市 

  （うち 3市については、データが得られていないため除外） 

○屋内プール 
 本市の状況  1 保有量、利用状況 

２ コスト状況 

３ 政令市比較（施設延床面積ではなく、競技場面積で分析） 

設置状況 ・市内４施設（単独２施設、体育館との併設 2施設） 

沿   革 ・新門司温水プールと桃園市民プールの２施設に加えて、体育館と 

         の併設施設が２施設（若松体育館、折尾スポーツセンター[八幡 

西区]）が設置されている。 

 ・上記 4施設について、指定管理者制度導入。 

 ・その他、学校プールを一般開放しているものが1施設（思永中学校

[小倉北区]）ある。これらを含めると５箇所となり、市全域をカバー

している状況である。 



 
 
 
 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

２ コスト状況 

文化施設（市民会館等） 1,586,096 132,978 1.79 0.15 8.38%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 7 69,891 9,984 886,532

資 32 

1 ＊ 12,762 1.60 20,419 0.76 9,760

2 北九州市 9,984 1.00 9,984 0.72 7,155 126,647 127

3 ＊ 8,465 1.13 9,523 0.77 6,490 197,187 233

4 ＊ 22,615 0.57 12,923 0.27 6,180 633,594 280

5 ＊ 7,244 0.91 6,586 0.68 4,915 125,126 173

6 ＊ 8,771 0.83 7,310 0.52 4,560 240,828 275

7 ＊ 3,584 2.00 7,168 0.98 3,498 105,753 295

8 ＊ 2,301 1.46 3,355 1.31 3,021

9 ＊ 8,953 0.50 4,477 0.26 2,339 305,516 341

6,619 1.15 7,612 0.65 4,278 175,350 265

（2）利用状況

⑦10㎡当たり
利用者数
（人）

④人口10万人
当たり施設数

⑤人口10万人
当たり延床面積
（㎡）

⑥1施設当たり
利用者数
（人）

③1区当たり
延床面積
（㎡）

順位

政令市平均　※北九州市除く

②1区当たり
施設数

①1施設当たり
延床面積
（㎡）

自治体名称

（１）保有状況
○文化施設（芸術劇場、響ホール、市民会館）

0.48

0.72

1.67

1.31

1.11

0.87

1.51

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は

政令市平均とほぼ同

程度だが、延床面積は

1.7 倍程度である。 

㎡あたり利用者数は

政令市平均の半分程

度となっている。 

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

文化施設（市民会館等） 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・8市 

○文化施設（芸術劇場、響ホール、市民会館） 

 本市の状況  

設置状況 ・市内に７施設(北九州芸術劇場【小倉北区】、北九州ソレイユホール【小倉北区】、響ホール【八幡東

区】、門司・若松・八幡・戸畑市民会館) 

沿   革 ・市民会館は、昭和３３年に設置した門司市民会館、八幡市民会館など、旧５市時代に整備された施

設を引き継いでおり、基本的に旧５市の市域である行政区ごとに配置されている。 

・平成１５年に開設した北九州芸術劇場は、本市唯一の演劇専門の公立文化施設としての特徴を

有するとともに、大ホール部分については、廃止された旧小倉市民会館の機能を引き継いでいる。 

・市民会館という名称ではないが、小倉、八幡の分区後に設置された、小倉南生涯学習センター及

び八幡西生涯学習センターは大ホールを備えており、市民会館的な機能を備えている。 

・北九州ソレイユホールは、昭和５４年から九州厚生年金会館として運営されてきたが、国の方針に

より売却されることになった。市民要望を受け北九州市が取得し、現在施設を民間事業者に貸付

し、運営を行っている。 

・響ホールは、クラシック音楽専用ホールで本市の「音楽文化の拠点」、「音楽の殿堂」として、市全

域の拠点施設として設置されている。 

・平成２４年７月、本市西部地域の拠点文化施設として、「黒崎ひびしんホール（正式名称：黒崎文

化ホール）」が新たにオープンした。 

・北九州ソレイユホールを除く全施設に、指定管理者制度を導入。 

1 保有量、利用状況 



 
 

 
 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

２ コスト状況 

1 保有量、利用状況 

青少年の家 398,695 14,076 2.18 0.08 3.53%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 7 17,266 2,467 183,156

資 33 

1 北九州市 2,467 1.00 2,467 0.72 1,768 26,165 106

2 * 3,154 0.63 1,971 0.43 1,343 85,357 271

3 * 1,559 1.09 1,701 0.81 1,270 45,808 294

4 * 4,836 0.43 2,073 0.20 991 44,792 93

5 * 4,794 0.20 959 0.10 458

6 * 6,785 0.10 679 0.05 355 73,343 108

7 * 1,482 0.44 659 0.22 321 26,060 176

2,332 0.54 1,252 0.30 696 48,023 206

（１）保有状況

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

③1区当たり

延床面積

（㎡）

順位 自治体名称 ④人口10万人

当たり施設数

②1区当たり

施設数

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

政令市平均　※北九州市除く

（2）利用状況

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

○青少年の家

0.52

2.54

0.54
1.97

2.40

1.86
1.06

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は政

令市平均の2.4 倍程度、

延床面積は 2.5 倍程度

である。 

㎡あたり利用者数は半

分程度である。 

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

青少年の家 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・8市 

（うち 2市については、データが得られていないため除外） 

○青少年の家  本市の状況  

設置状況 ・市内に７施設（各区ごとに設置） 
（もじ・たしろ・かぐめよし少年自然の家、玄海青年の家、夜宮青少年セ
ンター、足立青少年の家、畑キャンプセンター） 

沿  革 ・少年自然の家は、青少年の宿泊研修、青少年の指導者の研修等により、少
年の健全な育成を図るものとして、各区に１施設設置されている。 
・昭和３５年に足立青少年の家、昭和４７年にかぐめよし、昭和５１年にた
しろ、昭和５７年にもじが設置されている。昭和４５年に玄海青年の家、
昭和４８年に夜宮青少年センター、平成１０年に畑キャンプセンターが開
設されている。 

・少年自然の家 2 施設（かぐめよし、もじ）、玄海青年の家は指定管理者制
度を導入。 



 
 
 
 

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

２ コスト状況 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっている。 
※歳入：使用料収入、その他収入の合計となっている。 

資 34 

1 ＊ 367 20.08 7,642 9.94 3,653

2 ＊ 492 9.90 4,875 5.17 2,548

3 北九州市 138 18.29 2,517 13.10 1,804 7,950 578

4 ＊ 121 20.50 2,473 12.79 1,543

5 ＊ 68 19.88 1,356 13.55 924 5,218 765

6 ＊ 95 19.86 1,883 9.50 900

7 ＊ 85 0.82 69 0.61 52

68 19.88 1,356 13.55 924 5,218 765政令市平均　※北九州市除く

④人口10万人
当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積
（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数
（人）

②1区当たり
施設数

①１施設当たり

延床面積
（㎡）

⑦10㎡当たり

利用者数
（人）

③1区当たり

延床面積
（㎡）

（2）利用状況（１）保有状況

順位 自治体名称

放課後児童クラブ 660,691 - 0.65 - -

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

○放課後児童クラブ

0.76

1.52

1.98

1.57

1.16

0.92

1.71

①１施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人
当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり
利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

※施設数、延床面積は、競技場単位で分析を行っている。 
※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

※調査対象自治体 8市 

・保有している自治体・・・・6市 

 ・保有していない自治体・・・2市 

○放課後児童クラブ（児童館内クラブを除く）  本市の状況  
設置状況 ・市内全域に１２８施設（児童館内放課後児童クラブは含めていない） 

沿   革 ・児童福祉法（放課後児童健全育成事業）に基づき、小学校に就学している児童に

対して、授業の終了後（放課後）等に、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健

全育成を図ることを目的とした施設。 

・市の大方針である、「子ども・子育て支援施策」の充実を図るため、平成２０年度か

ら利用対象を小学校低学年の留守家庭に限らず、希望する全ての小学生とする

「全児童化」事業を推進。平成２２年度までの間に小学校区ごとに必要な施設整

備（７６ヶ所）を行った。 

・民間保育所・幼稚園、小学校の余裕教室を活用するほか、校庭内に専用施設を

整備している。 

・管理運営は、小学校区ごとに、地域の代表者等で構成される運営委員会に委託

して実施。 

1 保有量、利用状況 

人口あたり施設数は政

令市平均とほぼ同程度、

延床面積は 2 倍程度で

ある。 

㎡あたり利用者数は 7

割程度となっている。 

 

※政令市平均の数値は、

全てのデータが揃って

いる市が、1市であった

ため、当該1市の数値と

なっている。 

施設名 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
(人）

北九州市 128 17,619 138 1,017,606放課後児童クラブ 



 
 
 
 

 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっている。 
※歳入：使用料収入、その他収入の合計となっている。 

２ コスト状況 

資 35 

1 ＊ 346 13.13 4,541 8.94 3,095 15,032 435

2 ＊ 487 10.40 5,062 5.43 2,646 23,855 490

3 ＊ 260 7.64 1,983 5.70 1,480 6,638 256

4 北九州市 335 6.00 2,011 4.30 1,441 14,467 432

5 ＊ 1,446 0.14 207 0.07 99 86,561 599

6 ＊ 115 0.08 10 0.08 9

375 8.17 3,061 4.88 1,829 15,998 427

④人口10万人
当たり施設数

②区当たり
施設数

③1区当たり
延床面積
（㎡）

⑦10㎡当たり
利用者数
（人）

（１）保有状況

⑤人口10万人
当たり延床面積
（㎡）

⑥1施設当たり
利用者数
（人）

政令市平均　※北九州市除く

（2）利用状況

順位 自治体名称 ①１施設当たり
延床面積
（㎡）

児童館 545,410 - 0.90 - -

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・6市 

  （うち 1市については、データが得られていないため除外） 

・保有していない自治体・・・2市 

○児童館

1.01

0.90

0.79

0.66

0.88

0.73

0.89

①１施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

利用者数

（人）

⑦10㎡当たり

利用者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

○児童館 
 本市の状況  

設置状況 ・市内全域に４２施設 

沿   革 ・児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操を豊かにするとと

もに、子ども会、母親クラブ等の地域における児童健全育成のた

めの組織活動の拠点とするため、概ね２中学校区ごとに 1 ヶ所設

置している。 

・４２館中３２館において、放課後児童クラブを設置、運営している。 

・全施設指定管理者制度導入。 

1 保有量、利用状況 

施設名 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
(人）

北九州市 42 14,080 335 607,604児童館 

人口あたり施設数は政

令市平均の9割程度、延

床面積は 8 割程度であ

る。 

㎡あたり利用者数はほ

ぼ同程度となっている。



 
 
 

 
 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっている。 
※歳入：使用料収入、その他収入の合計となっている。 

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

２ コスト状況 

美術館 299,097 79,030 0.70 0 .18 26 .42%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利 用者1人
当 たりの歳入
（千円）

利用 者1人
当た りの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 2 12,321 6,161 428,783

資 36 

1 ＊ 11,814 0.14 1,614 333,011 282

2 北九州市 6,161 0.20 1,261 214,392 348

3 ＊ 7,928 0.10 824 211,920 267

4 ＊ 9,291 0.09 792 106,439 115

5 ＊ 11,316 0.07 768 829,132 733

6 ＊ 26,829 0.03 727 540,047 201

7 ＊ 7,931 0.08 595

8 ＊ 3,370 0.05 176 166,980 495

11,766 0.07 771 360,077 306

④1施設当たり

利用者数
（人）

政令市平均　※北九州市除く

（１）保有状況

順位 自治体名称 ①１施設当たり

延床面積

（㎡）

②人口10万人
当たり施設数

③人口10万人

当たり延床面積
（㎡）

⑤10㎡当たり

利用者数
（人）

（2）利用状況
○美術館

1.14
0.52

3.12

0.60

1.63

①１施設当たり
延床面積
（㎡）

②人口10万人
当たり施設数

③人口10万人
当たり延床面積

（㎡）

④1施設当たり
利用者数
（人）

⑤10㎡当たり
利用者数
（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は政

令市平均の 3 倍程度だ

が、延床面積は1.6 倍程

度である。 

㎡あたり利用者数は、ほ

ぼ同程度となっている。

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

美術館 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・7市 

 ・保有していない自治体・・・1市 

○美術館  本市の状況  

設置状況 ・市内に 2施設（美術館【戸畑区】、美術館分館【小倉北区】） 

沿   革  ・美術館（本館及びアネックス）は、美術品の展示等を行う

ことにより、芸術・文化の発展向上に寄与することを目的と

して、本館部分は昭和４９年、アネックス部分は昭和６２年

に設置。 

・美術館分館は、アートを身近に感じられる都市型ギャラリ

ーとして、小倉北区のリバーウォーク北九州内に平成１５

年に設置。 

･２施設とも、直営で管理運営を行っている。 

1 保有量、利用状況 



 
 

 
 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっている。 
※歳入：使用料収入、その他収入の合計となっている。 

３ 政令市比較 

1 保有量、利用状況 

博物館 484,938 139,119 1.29 0.37 28.69%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 1 16,948 16,948 375,590

資 37 

２ コスト状況 

（１）保有状況

1 ＊ 8,203 0.31 2,559 145,814 178

2 北九州市 16,948 0.10 1,735 375,590 222

3 ＊ 21,029 0.08 1,578

4 ＊ 3,445 0.43 1,467 190,573 553

5 ＊ 16,879 0.07 1,153 239,827 142

6 ＊ 10,833 0.10 1,036

7 ＊ 4,019 0.24 981 74,060 184

8 ＊ 1,674 0.20 341 17,591 105

9 ＊ 5,034 0.05 263 64,145 127

4,770 0.21 983 109,709 230政令市平均　※北九州市除く

自治体名称

（2）利用状況

①１施設当たり
延床面積
（㎡）

②人口10万人
当たり施設数

③人口10万人
当たり延床面積
（㎡）

④1施設当たり
利用者数
（人）

⑤10㎡当たり
利用者数
（人）

順位

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

博物館 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・8市 

○博物館（自然史・歴史）

0.96

1.76

3.42

0.50

3.55

①１施設当たり
延床面積
（㎡）

②人口10万人
当たり施設数

③人口10万人
当たり延床面積

（㎡）

④1施設当たり
利用者数
（人）

⑤10㎡当たり
利用者数
（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は政

令市平均の半分程度だ

が、延床面積は1.8倍

程度である。 

㎡あたり利用者数はほ

ぼ同程度となってい

る。 

○博物館（自然史・歴史）  本市の状況  

設置状況 ・市内に 1施設（八幡東区） 

沿  革 ・歴史、考古、自然科学等に関する資料の収集、保管研

究により、自然と人間が共生を考える拠点として、そ

れぞれ別施設であった歴史博物館、考古博物館、自然

史博物館を集約・統合し、平成１４年に設置されてい

る。 

・ 直営で管理運営を行っている。 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 



 
 
 

 

３ 政令市比較 

 ※“3 政令市比較”の表の北九州市と政令市平均の数値を元に作成している。 ※北九州市÷政令市平均の式により、政令市平均を１とした場合、北九州市が何倍になるかを算出し、グラフ化している。 

 

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

貸出者数
（人）

北九州市 17 16,339 961 745,915

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 
 

1 * 1,717 2.33 4,005 1.46 2,499 100,735 587

2 * 2,389 1.00 2,389 0.90 2,151 163,994 686

3 * 2,924 1.43 4,178 0.68 1,998 135,139 462

4 * 2,793 1.40 3,910 0.67 1,869 200,343 717

5 北九州市 961 2.43 2,334 1.74 1,673 43,877 457

6 * 1,776 1.38 2,443 0.94 1,665 145,347 818

7 * 3,084 1.00 3,084 0.49 1,505 216,623 702

8 * 799 1.82 1,453 1.36 1,084 112,472 1,408

9 * 2,019 1.00 2,019 0.52 1,055

2,127 1.32 2,800 0.83 1,773 152,379 716

（１）保有状況

①1施設当たり

延床面積
（㎡）

順位 自治体名称

（2）利用状況

②1区当たり
施設数

③1区当たり

延床面積
（㎡）

④人口10万人
当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積
（㎡）

⑥1施設当たり

貸出者数
（人）

⑦10㎡当たり

貸出者数
（人）

政令市平均　※北九州市除く

２ コスト状況 
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図書館 746,799 3,232 1.00 0.00 0.43%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

○図書館

0.64

0.94

0.29
0.83

2.09

1.84

0.45

①1施設当たり

延床面積

（㎡）

②1区当たり

施設数

③1区当たり

延床面積

（㎡）

④人口10万人

当たり施設数

⑤人口10万人

当たり延床面積

（㎡）

⑥1施設当たり

貸出者数

（人）

⑦10㎡当たり

貸出者数

（人）

北九州市 政令市平均　※北九州市除く

人口あたり施設数は政

令市平均の 2 倍程度だ

が、延床面積はほぼ同程

度である。 

㎡あたり貸出者数は 6

割程度となっている。 

※順位は、“⑤人口 10 万人当たりの延床面積”の数値が大きい順としている。 
※政令市平均は、“施設数”、“延床面積”、“利用者数”の 3 つのデータが取れている市のデータのみを用い、加重平均法（各市データ
の合計÷各市データの合計：⑤の場合であれば、各市の延床面積合計÷各市の人口合計）により算出している。  

※上記 3 つのデータの一部しか取れておらず、政令市平均算出に使用していないデータについても、参考のため記載している。 

図書館 

※調査対象自治体8市 

・保有している自治体・・・・8市 

○図書館  本市の状況  

設置状況 ・市内に 17施設（中央図書館 1館【小倉北区】、地区館４館、分館１１館、国際友好記
念図書館 1館【門司区】）（図書館法に定める図書館は６施設） 

沿  革 ・中央図書館は、市全域の拠点施設及び旧小倉市の市域の一部である小倉北区単位の拠
点施設として、昭和５０年に設置されている。また、概ね区単位の拠点施設として、
地区館４館が設置されている。これらは、旧５市時代から引き継がれたものである。 
・５市合併後は、図書館のエリアをカバーする地域レベルの施設として、分館１１館を
配置する一方、移動図書館（自動車文庫）を廃止し、他都市とは違うサービス網とな
っている。 
・また門司港地区には、国際友好記念図書館１館が設置されている。 
・平成２４年７月、八幡西区単位の拠点施設として、八幡西区黒崎地区に「八幡西図
書館」が新たにオープンし、地区館は５館となっている。現在、７行政区のうち、
小倉南区のみ区単位の拠点施設としての地区館が設置されていない。 

・中央図書館及び小倉北、南区にある３分館（勝山、企救、曽根）は直営、残りは全て
指定管理者制度を導入 

 

1 保有量、利用状況 



 
 
 

 

屋外プール 182,368 19,108 0.84 0.09 10.48%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名
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２ コスト状況 

設置状況 ・市内全域に１７施設 

沿   革 ・屋外プールは、大規模施設として文化記念プール（昭和６２年設

置）があるほか、旧５市時代に設置された施設を含め、地域レベル

の施設が点在している。 

・屋内プールとの併設施設として桃園市民プールがある。 

・全施設指定管理者制度導入 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

○陸上競技場 
 本市の状況  

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

２ コスト状況 

1 保有量、利用状況 

陸上競技場 94,633 5,763 0.33 0.02 6.09%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 3 - - 289,096陸上競技場 

※桃園市民プールについては、施設数には含めているが、利用者数は屋内プールに含む。 

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
(人）

屋外プール 17 - － 217,323

○屋外プール 
 本市の状況  1 保有量、利用状況 

設置状況 ・市内に３施設 （門司陸上競技場、本城陸上競技場【八幡西区】、鞘ヶ
谷陸上競技場【戸畑区】 

沿  革 ・陸上競技場は、高規格・大規模施設として、本城陸上競技場（平成元

年設置）が設置されている。その他、旧５市時代に設置された施設を

含め、２施設設置されている。一般開放を行っている北九州市立大学

所有の青嵐グラウンドを併せて、４施設で市全域をカバーしている。 
・全施設指定管理者制度導入。 



 
 
 
 

２ コスト状況 

庭球場 84,741 43,507 0.30 0.16 51.34%

歳入カバー率
※歳入÷歳出

（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 15 - - 280,241
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※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

設置状況 ・市内全域に１５施設 

沿   革 ・庭球場は、大規模施設として、三萩野庭球場（昭和５２年設置）、

桃園庭球場（昭和３３年設置）があるほか、旧５市時代に設置さ

れた施設を含め、区レベル、地域レベルの施設が点在してい

る。 

・全施設指定管理者制度導入。 

庭球場 

○野球場 
 本市の状況  

設置状況 ・市内全域に１４施設（野球・ソフトボール場） 

沿   革 ・野球（ソフトボール）場は、高規格･大規模施設として、北九州市

民球場（昭和３２年設置）がある。その他、旧５市時代に設置さ

れた施設を含め、硬式対応の高規格球場と硬式非対応の球場

が概ね区単位に設置されている。 

1 保有量、利用状況 

野球場 140,663 18,438 0.34 0.04 13.11%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 14 - - 413,696

２ コスト状況 

野球場 

○庭球場 
 本市の状況  1 保有量、利用状況 



 
 
 

運動場 16,112 4,516 0.07 0.02 28.03%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 7 - - 232,822

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 
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２ コスト状況 

設置状況 ・市全域に７施設 

沿   革 ・概ね区単位に１施設設置されている。 

・多目的な運動場は概ね区単位に１施設設置されている。 

・指定管理者制度を導入。 

運動場 

○球技場 
 本市の状況  

設置状況 ・市内で２施設を設置（若松、門司） 

沿   革 ・サッカーやラグビーなどの競技に対応した球技場として設置され

ている。 

・指定管理者制度を導入。 

1 保有量、利用状況 

※歳出：維持管理経費（修繕費用、光熱水費、委託料等）＋人件費（施設勤務者分）の合計となっており、指定管理料を含む。 
※歳入：使用料収入、利用料収入（指定管理者制度導入施設）、その他収入の合計となっている。 

２ コスト状況 

球技場 10,726 649 0.68 0.04 6.05%

歳入カバー率
※歳入÷歳出
（％）

利用者1人
当たりの歳入
（千円）

利用者1人
当たりの歳出
（千円）

歳入
（千円）

歳出
（千円）

施設名

区分 施設数
延床面積
（㎡）

1施設当たり
延床面積
（㎡）

利用者数
（人）

北九州市 2 - - 15,855球技場 

○運動場 
 本市の状況  1 保有量、利用状況 


